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「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」における 

健全化判断比率を算定するための様式に関する記載要領 

（都道府県・市区町村共通） 

  

  

基本的事項 

  

算定団体 都道府県、市町村及び特別区 

   

算定時点 令和４年３月 31日現在（令和３年度決算に係る数値） 

     （出納整理期間のある会計については出納閉鎖時点） 

  

用語の意義  

  算定様式及び記載要領における用語の意義は、特段の定めがある場合を除いて、「地方公共

団体の財政の健全化に関する法律」（平成 19年法律第 94号）、「地方公共団体の財政の健全

化に関する法律施行令」（平成 19 年政令第 397号）及び「地方公共団体の財政の健全化に関

する法律施行規則」（平成 20年総務省令第８号）の定めるところによります。 

  

会 計 区 分 

 １ 一般会計等 

   「一般会計等」とは、地方公共団体が設置する会計のうち、一般会計と、次の２と３のい

ずれにも属さない特別会計の総称であり、「地方財政状況調査」（決算統計）における「普

通会計」が対象とする会計の範囲に相当するものです。一般会計等は、次の①と②の会計を

合わせたものです（「（参考）会計区分のイメージ」のピンク色の部分です。）。 

  

  ① 一般会計 

    本算定様式において「一般会計」とは、一般会計の実体そのものをいいます。すなわち、

決算統計において行っているいわゆる想定企業会計の分別（一般会計において経理して

いる公営事業に係る収支を一般会計と区分して特別会計において経理されたものとする

取扱い）は行わないので、留意してください。 

  ② 一般会計等に属する特別会計 

    「一般会計等に属する特別会計」とは、地方公共団体が設置する特別会計のうち、次の

２と３のいずれにも属さない特別会計をいいます。 

    （例）公債管理特別会計、母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 等 

  

 ２ 一般会計等以外の特別会計のうち公営企業に係る特別会計以外の特別会計 

   「一般会計等以外の特別会計のうち公営企業に係る特別会計以外の特別会計」とは、事業

の実施に伴う収入をもって当該事業に要する費用を賄うべき事業に係る特別会計をいい、

具体的には、次に掲げる事業（地方公営企業法を適用していない事業に限る。）に係る特別

会計をいいます（「（参考）会計区分のイメージ」の薄黄色の部分です。）。 
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   ①国民健康保険事業、②介護保険事業、③後期高齢者医療事業、④農業共済事業、⑤老人

保健医療事業、⑥介護サービス事業、⑦駐車場事業、⑧交通災害共済事業、⑨公営競技に関

する事業、⑩公立大学附属病院事業及び⑪有料道路事業 

  

 ３ 公営企業会計 

   「公営企業会計」とは、法適用企業（地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）の規定

の全部又は一部を適用する企業）に係る特別会計及び法非適用企業（地方財政法（昭和 23

年法律第 109号）第６条に規定する政令で定める公営企業（地方財政法施行令第 46条参照）

のうち法適用企業以外のもの）に係る特別会計の総称であり、具体的には、次に掲げる事業

に係る特別会計をいいます（「（参考）会計区分のイメージ」の紫色の部分です。）。 

   なお、２と３の会計を総称して「公営事業会計」と言います。 

  

   ①水道事業、②簡易水道事業、③工業用水道事業、④交通事業（軌道事業、自動車運送事

業、鉄道事業及び船舶運航事業）、⑤電気事業、⑥ガス事業、⑦港湾整備事業（埋立事業並

びに荷役機械、上屋、倉庫、貯木場及び船舶の離着岸を補助するための船舶を使用させる事

業に限る）、⑧病院事業（国民健康保険事業との区分は決算統計の例による）、⑨市場事業、

⑩と畜場事業、⑪宅地造成事業（臨海土地造成事業、内陸工業用地等造成事業、流通業務団

地造成事業、都市開発事業（土地区画整理事業及び市街地再開発事業）及び住宅用地造成事

業）、⑫下水道事業（公共下水道事業、流域下水道事業、特定公共下水道事業、特定環境保

全公共下水道事業、農業集落排水施設事業、漁業集落排水施設事業、林業集落排水施設事業、

簡易排水施設事業、小規模集合排水処理施設事業、特定地域生活排水処理施設事業及び個別

排水処理施設事業）、⑬観光施設事業（休養宿泊施設事業、索道事業及びその他観光施設事

業）及び⑭その他法適用企業に係る事業（法適用の介護サービス事業、法適用の駐車場事業、

法適用の有料道路事業 等） 

  

 ４ 一つの特別会計において１～３の事業の収支を併せて経理している場合の会計区分 

   一つの特別会計において１～３の事業の収支を併せて経理している場合においては、そ

れぞれの事業に係る歳入歳出の決算規模により、主として１～３のいずれの会計区分に該

当するものであるかを判断してください。 

   なお、歳入歳出の決算規模が均衡しているなどの理由により、上記の判断が困難な場合に

ついては、１と２に係る収支を併せて経理している場合は１の会計区分と、１又は２と３に

係る収支を併せて経理している場合は３の会計区分としてください。 

  

その他 

 １ 本算定様式において使用する金額の単位は、特段の定めがある場合を除いて、千円単位で

記入してください。 

  

 ２ 算定様式中、水色に色塗りされている箇所には、計算式が入力されているため、変更しな

いでください。 

  

 ３ 算定様式中、薄黄色に色塗りされている箇所は、他様式により算出される値を転記する箇

所です。転記誤りのないように注意してください。 
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 ４ 「４⑧表 地方債の償還額等に充当可能な基金」などの算定様式において、該当項目が多

いことにより既定の行数では足りなくなった場合には、最終行に「外○件（別紙）」と残り

の項目件数を記入した上で、各項目の金額を合算して算定様式を作成してください。（算定

様式の行数を変更しないこと。） 

   その上で、残りの項目名や金額の内訳を別紙（様式任意）で作成してください。 

 

５ 「令和３年度臨時財政対策債償還基金費」の措置に伴う令和４年度分以降の実質公債費比

率の算定の取扱いについては、「令和４年度地方債同意等基準運用要綱について（令和４

年４月１日付け総財地第 36号・総財公第 59号・総財務第 36号総務副大臣通知）」におい

て以下の通り記載したところです。 

・後年度、令和３年度の臨時財政対策債に係る「臨時財政対策債償還費」に算入されな

いこととなることを踏まえ、実質公債費比率の算定上、令和３年度において臨時財政

対策債（令和３年度臨時財政対策債発行可能額に 0.726を乗じて得た額を上回る額に

限り、令和３年度以降、繰上償還又は買入消却を行った額を除く。）を発行した地方

団体が、当該臨時財政対策債に係る元利償還金が通常の例により後年度に臨時財政対

策債償還費に算入される場合と比較して、不利な扱いとならないようにする措置を講

ずることとしていること。 

・具体的には、令和３年度に発行した臨時財政対策債（令和３年度臨時財政対策債発行

可能額に 0.726を乗じて得た額を上回る額に限り、令和３年度以降、繰上償還又は買

入消却を行った額を除く。）の償還のために必要な額を令和３年度中に減債のための

基金等に積み立てており、また、当該減債のための基金等の残高が当該令和３年度に

発行した臨時財政対策債の未償還額を上回っていることを要件に、令和４年度分以降

の実質公債費比率の算定に当たり、当該令和３年度に発行した臨時財政対策債の元利

償還金について臨時財政対策債償還費に算入されない額を、地財法第５条の３第４項

第１号に規定する「地方債の元利償還金又は準元利償還金の財源に充当することので

きる特定の歳入に相当する金額」に計上できることとしていること。 

上記の措置を講ずるに当たり、令和４年度分以降の実質公債費比率の算定において使用

する予定の算定様式について別添の通り現時点の案を参考に添付しています。令和３年度

分の実質公債費比率の算定には使用しませんのでご注意ください。 
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（参考）会計区分のイメージ 

 

公債管理

母子寡婦福祉資金貸付

勤労者福祉共済

その他事業

①　国民健康保険

②　介護保険

③　後期高齢者医療

④　農業共済

⑤　老人保健医療

⑥　介護サービス

⑦　駐車場

⑧　交通災害共済

⑨　公営競技

⑩　公立大学附属病院

⑪　有料道路

①　水道事業

②　簡易水道

③　工業用水道

④　軌道

④　自動車運送

④　鉄道

④　船舶運航

⑤　電気

⑥　ガス

⑦　港湾整備

⑧　病院

⑨　市場

⑩　と畜場

⑪　宅地造成

⑫　下水道

⑬　観光施設

⑭　その他法適用事業
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算定様式一覧 

算定様式 

番号 
算 定 様 式 名 

記載要領 

ページ 

総括表① 健全化判断比率の状況 P.6 

総括表② 連結実質赤字比率等の状況 P.6 

総括表③ 実質公債費比率の状況 P.7 

総括表④ 将来負担比率の状況 P.8 

１①表 一般会計等に係る実質収支額 P.9 

１①表(純計) 一般会計等に係る実質収支額 P.10 

１②表 
一般会計等以外の特別会計のうち公営企業に係る特別会計以外の 

特別会計に係る実質収支額 
P.11 

２①表 公営企業会計に係る資金不足額等 ※P.5 

２②表 解消可能資金不足額 ※P.15 

２③表 宅地造成事業に係る土地収入見込額等 ※P.19 

３①表 実質公債費比率の状況（満期一括償還地方債関係） P.12 

３②表 
公営企業に要する経費の財源とする地方債の償還の 

財源に充てたと認められる繰入金 
P.14 

３③A表 元利償還金及び特定財源の額 P.19 

３③B表 都市計画税充当可能額 P.20 

４①表 債務負担行為に基づく支出予定額 P.21 

４②③表 
一般会計等以外の特別会計に係る 

地方債の償還に充てるための一般会計等からの繰入れ見込額 
※P.22 

４④表 組合が起こした地方債の償還に係る負担等見込額 P.25 

４⑤A～D表 退職手当支給予定額に係る負担見込額 P.26 

４⑥A表 地方道路公社の負債額 P.30 

４⑥B～D表 土地開発公社の負債額 P.32 

４⑥E表 地方独立行政法人の負債額 P.39 

４⑥F表 損失補償債務等に係る一般会計等負担見込額 P.40 

４⑥G表 受益権を有する信託に係る一般会計等負担見込額 P.44 

４⑥H表 設立法人以外の者に対する貸付金に係る一般会計等負担見込額 P.47 

４⑦表 組合の連結実質赤字額に係る負担見込額 P.52 

４⑧表 地方債の償還額等に充当可能な基金 P.54 

４⑨A～C表 地方債の償還額等に充当可能な特定の歳入見込額 P.55 

４⑩表 基準財政需要額算入見込額（都道府県・市町村） P.61 

※ 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」における資金不足比率等を算定するための様式に関する記載

要領の該当ページです。 
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個別事項 

  

総括表① 健全化判断比率の状況 

  

 １ 本様式は、健全化判断比率（実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来

負担比率）の状況を一覧で表示するものであり、基本的には他の算定様式の計算結果が自動

表示されるものです。 

  

 ２ 実質赤字額、連結実質赤字額又は将来負担額がない場合は、「－」と表示されます。 

  

 ３ 本様式中、「地方公共団体コード（６桁）」及び「標準財政規模（千円）」をそれぞれ記

入してください。 

  ※ 「地方公共団体コード（６桁）」を入力すると、「都道府県名」と「市区町村名（都道

府県の場合は「－」）」が自動表示されます。 

  ※ 「地方公共団体コード」は、半角英数で６ケタの数値を記入してください。また、数値

の先頭に「’」等、不要な記号の入力は行わないでください。 

  ※ 標準財政規模は、決算統計における「標準財政規模」の額を記入してください。 

    （注）決算統計の「標準財政規模」は「臨時財政対策債発行可能額」を含んだ数値となっており、

算定様式にはその数値を転記してください。 

  

  ・「標準財政規模」･･･決算統計［都道府県 01表 01行 04列、市区町村 00表 01行 08列］ 

  ・「臨時財政対策債発行可能額」 

･･･決算統計［都道府県 01表 01行 05列、市区町村 00表 01行 09列］ 

  

  

総括表② 連結実質赤字比率等の状況 

  

 １ 本様式は、実質赤字比率及び連結実質赤字比率の状況を一覧で表示するものであり、基本

的には他の算定様式の計算結果が自動表示されるものです。 

  

 ２ ただし、法適用企業・法非適用企業に係る「会計名」及び「資金不足・剰余額」について

は、「２①表 公営企業会計に係る資金不足額等」における「特別会計名」と「(8)資金不足

額・剰余額」をそれぞれの会計ごとに転記してください。 

  

 ３ 実質収支が黒字である場合は、「実質赤字比率（％）」及び「連結実質赤字比率（％）」

は「－」ではなく、実質黒字額（又は連結実質黒字額）の標準財政規模に対する比率が負の

値で表示されます。 

  

 ４ 各会計の「実質収支額」又は「資金不足・剰余額」の右欄に、（分母比）として各会計に

おける実質収支等の標準財政規模（分母）に対する割合が、自動表示されます。 
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総括表③ 実質公債費比率の状況 

  

 ※ 総括表③については、エクセルファイル「３表（実質公債費比率の状況）.xls」を作成し

た上で、「健全化判断比率に関する算定様式（算定様式）.xls」のシート「総括表③」中、

薄黄色のセルに必要事項を転記してください。 

  

 １ 本様式での実質公債費比率の求め方については、下記のとおりです。 

             （①～⑦）－（⑧～⑪・⑮） 

   実質公債費比率 ＝  

             （⑫～⑭）－（⑨～⑪・⑮） 

  

 ２ 本様式は、実質公債費比率の状況を一覧で表示するものであり、他の算定様式の計算結果

等を本様式に転記して作成するものです。（転記誤りがないように注意してください。） 

  

 ３ ①には３③A表「元利償還金（総括表③の①に転記する数値）」欄の数値を転記してくだ

さい。 

  

 ４ ②には３①表「エ」欄（減債基金積立不足額を考慮して算定した額）に計上した各年度の

数値を転記してください。 

  

 ５ ③には３①表「ウ」欄（満期一括償還地方債の１年当たりの元金償還金に相当するもの（年

度割相当額））に計上した各年度の数値を転記してください。 

  

 ６ ④については、３②表「合計※」欄に計上した各事業年度の数値を転記してください。 

  

 ７ ⑤については、一部事務組合、広域連合等の起こした地方債に対する補助金又は負担金の

額を下記(1)～(3)に基づき計上してください。 

  (1) 当該組合に公営企業会計がない場合 

    ・ 組合の規約等により、負担金等の充当経費があらかじめ性質別に定まっているもの

については、当該性質別に振り分けた上で、公債費のうち元利償還金に対する負担金

等の額を計上してください。 

    ・ 特に負担金等の充当経費が性質別に定まっていない場合には、当該加入している組

合の性質別決算額によりあん分し、各性質別経費に振り分けた上で、公債費のうち元

利償還金に対する負担金等の額を計上してください。 

  (2) 当該組合に公営企業会計のみがある場合 

    当該組合内に公営企業会計ごとに３②表により「組合が起こした元利償還金に対する

負担金等」の額を算定した上で、これが各地方公共団体の負担金の額の合計額となるよう

に振り分けた上で、公債費のうち元利償還金に対する負担金等の額を計上してください。 

(3) 当該組合において公営企業会計と公営企業以外の会計がある場合 

    各会計別に負担金の額を振り分けた上で、公営企業会計に係る分については上記(2)に、

公営企業会計以外の会計については上記(1)により算定された負担金等の額を計上してく

ださい。 

    ※ 一部事務組合の団体間で取扱いに差異が生じないようにご留意ください。 
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 ８ 「⑥の内訳」の各欄については、債務負担行為が設定された年度にかかわらず当該年度支

出分を記入してください。 

  

 ９ ⑦については、当該年度に支出した一時借入金の利子（起債前借に該当するものを含む。）

の合計額を計上するものとし、基金の繰替運用等に伴う利子は除いてください。 

  

 10 ⑧には３③A表「特定財源 計（総括表③の⑧に転記する数値）」欄の数値を転記してく

ださい。 

  

 11 ⑨については、事業費補正に算入された値を計上してください。 

   ⑩については、災害復旧費等の公債費に算入された値を計上してください。 

なお、これらは交付税算定台帳に記載されている値と合致します。 

  

 12 ⑪については、密度補正に算入された基礎数値に算入率を乗じた数値を計上してくださ

い。 

   ただし、④～⑦に係るものについては、地方債の元利償還額を基礎として算入されたもの

に限り、計上してください。 

  

 13 特別区にあっては、⑨～⑪は空欄にし、算入公債費及び算入準公債費については、⑮に総

務大臣から通知される額を計上してください。 

  

  

総括表④ 将来負担比率の状況 

  

 １ 本様式は、将来負担比率の状況を一覧で表示するものであり、基本的には、他の算定様式

の計算結果が自動表示されます。 

  

 ２ 「公営企業債等繰入見込額」には、「４②③表 一般会計等以外の特別会計に係る地方債

の償還に充てるための一般会計等からの繰入れ見込額」における「(10) 合計」を記入して

ください。 

  

 ３ 「基準財政需要額算入見込額」には、「４⑩表 基準財政需要額算入見込額」の以下の額

を転記してください。 

   都道府県：「４⑩表 基準財政需要額算入見込額・総括表」の「合計」の額 

   市 町 村：「４⑩表 基準財政需要額算入見込額・総括表」の「合計」の額 

  ※ 特別区にあっては、これらに相当する額（法第 2条第 4号ワ括弧書き）として別途、総

務大臣が通知する額を転記してください。 

  

 ４ 「将来負担額」及び「充当可能財源等」の下欄に、（分母比）として各数値の「Ｃ－Ｄ」

（分母）に対する割合が、自動表示されます。 
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１①表 一般会計等に係る実質収支額 

  

 １ 本様式は、一般会計等に属する各会計の「実質収支額(11)」を算定するものです。会計の

区分については、基本的事項の「会計区分」（1ページ）を参照してください。 

  

 ２ 「歳入総額(1)」及び「歳出総額(2)」には、地方自治法施行規則第 16 条の２の「実質収

支に関する調書」に記載されている「1 歳入総額」及び「2 歳出総額」をそれぞれ転記して

ください。 

  

 ３ 「継続費逓次繰越額(5)」には、地方自治法施行令第 145 条第１項の規定により、継続費

について令和４年度に逓次繰越しを行った繰越額について計上してください。 

  

 ４ 「繰越明許費繰越額(6)」には、地方自治法第 213 条第１項の規定により、令和３年度の

歳出予算の経費のうち予算の定めるところにより、令和４年度に繰り越した額について計

上してください。 

  

 ５ 「事故繰越繰越額(7)」には、地方自治法第 220条第３項の規定により、令和３年度の歳

出予算の経費のうち、令和３年度内に支出負担行為をし、避けがたい事故のため年度内に支

出を行うことができなかったもので、令和４年度に繰り越した額について計上してくださ

い。 

  

 ６ 「事業繰越額(8)」には、令和３年度の歳出予算の経費のうち、諸般の事情から、令和３

年度において支出負担行為をすることができず未執行となったため、不用額とし、令和４年

度において新たに歳出予算に計上し執行するものについて計上してください。 

   なお、令和４年３月 31 日までに支出負担行為はしたが、令和３年度内に支出を終わらな

かったものについて、地方自治法第 220 条第３項の事故繰越の手続きをとらず不用額とし

た場合も事業繰越額に含めて計上してください。 

  

 ７ 本様式では、上記６のほか、国の予算又は政府関係機関等から貸し付けられる貸付金（以

下「国の予算等貸付金債」という。）に係る特別会計において、貸付けが行われず歳出予算

が不用となって剰余が生じたときは、当該不用額は後年度において貸し付けるための財源

として、事業繰越として取り扱ってください。 

   なお、国の予算等貸付金債のうちの災害援護資金貸付金については、その償還金のうち、

令和３年 10 月１日から令和４年３月 31 日までの間に被災者から償還を受けた分は、令和

４年度に都道府県に償還するための財源として、事業繰越として取り扱ってください。 

  

 ８ 「支払繰延額(9)」には、令和４年３月 31日までに債務が発生したが、その支払が令和３

年度においてできなかったため、令和４年度にその支払を繰り延べたものについて計上し

てください。 

なお、具体的事例については、以下を参照してください。 

  ① 令和４年３月 31日までの退職者に対する退職手当の未払分 

  ② 国直轄事業負担金のうち、令和４年３月 31 日までに納付すべきもので令和４年度予算

により支払ったもの 
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  ③ 公共用地先行取得等事業債により取得した先行取得用地が直轄事業の用地として国か

ら買い上げられた場合又は補助事業の対象となった場合に、当該対象部分に係る公共用

地先行取得等事業債の繰上償還すべき額の未償還分 

  ④ 形式的には債務負担行為であるが、実態的に支払繰延とみられるもの 

  

 ９ 「未収入特定財源(10)」には、継続費逓次繰越、明許繰越、事故繰越、事業繰越及び支払

繰延を行った場合、当該繰越額又は繰延額のうち、令和３年度中に収入されず、令和４年

度中において確実に収入が見込まれる特定財源のうち、交付決定のあった国庫支出金、交

付決定のあった都道府県支出金（都道府県において繰越措置を行ったものに限る）、許可

のあった地方債、受託事業収入（委託団体において繰越措置を行ったものに限る）並びに

収入調定済の分担金及び負担金のほか、地方道路整備臨時交付金、首都圏、近畿圏及び中

部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律又は旧産炭地

域振興臨時措置法に基づく高率補助金、特定防衛施設周辺整備調整交付金、電源立地地域

対策交付金、石油貯蔵施設立地対策等交付金の額を記入してください。 

  

 10 「地方債現在高(12)」には、令和３年度末における一般会計等に属する各会計に係る地方

債の現在高を記入してください。 

   なお、本様式における地方債の現在高には、満期一括償還地方債に係る現在高を含めた実

際の現在高を記入することとし、決算統計の取扱いとは異なる点に留意してください。 

  

留意事項 

  自団体内の財産区に係る収支を自団体が設置する会計で経理している場合であっても、当

該財産区等は自団体とは異なる法人格を持つ地方公共団体ですので、その収支は、一般会計等

の収支には含めないでください。 

  

  

１①表（純計）一般会計等に係る実質収支額 

  

  本様式は、法第２条第１号の規定に基づき、一般会計等の相互間の重複額を控除した純計に

よる歳入総額及び歳出総額を基に実質赤字比率を算定するための様式です。 

  １①表の「歳入総額(1)」及び「歳出総額(2)」には「実質収支に関する調書」に記載されて

いる歳入総額及び歳出総額を転記しますが、本様式には、純計後の歳入総額及び歳出総額を計

上してください。 

  純計方法は基本的に決算統計の例（地方財政状況調査表作成要領の第二 普通会計入力要領

_二 普通会計の算定方法_「純計の方法」参照）によりますが、一般会計等内の繰入れ・繰出

しの調整については、決算統計における「(ｱ)印刷事業等特別会計」及び「(ｲ)用品等管理特別

会計」に係る特別な純計方法（収支尻を一般会計等に加算・人件費又は積立金の一般会計等へ

の振替え）を行わず、すべて「(ｳ)その他の特別会計」と同じ方法（会計相互間の繰入れ及び

繰出しの控除）で純計を行ってください。 
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（参考）「実質赤字額」のイメージ 

・形式赤字である場合の実質赤字額（下図の灰色部分が実質赤字額） 

歳出決算額 

制度上の繰越 事
業
繰
越 

支
払
繰
延 

逓
次
繰
越 

明
許
繰
越 

事
故
繰
越 

歳入決算額 

 

繰上充用額 

事業繰越・支払

繰延のため繰

り越すべき金

額 

未収入特定財源 

 

 

 

・形式黒字である場合の実質赤字額（下図の灰色部分が水色部分を上回る額が実質赤字額） 

 → 水色部分が灰色部分を上回る場合は、当該上回る額が実質黒字額。 

 

形式黒字 歳出決算額 

制度上の繰越 事
業
繰
越 

支
払
繰
延 

逓
次
繰
越 

明
許
繰
越 

事
故
繰
越 

歳入決算額 

制度上の繰越のため 

繰り越すべき金額 

事業繰越・支払

繰延のため繰

り越すべき金

額 

未収入特定財源 
 

  

  

１②表 一般会計等以外の特別会計のうち公営企業に係る 

特別会計以外の特別会計に係る実質収支額 

  

 １ 本様式は、基本的事項「会計区分」のうち、２に属する各特別会計の「実質収支額(11)」

を算定するものです。具体的な事業については、「会計区分」２の①～⑪を参照してくださ

い。 

  

 ２ 「事業区分」には、基本的事項「会計区分」２に掲げる①～⑪の区分に従い、各特別会計

において主に経理される事業の番号（①～⑪）を記入してください。 

  

 ３ 「継続費逓次繰越額(5)」から「未収入特定財源(10)」までの取扱いについては、１①表

の例によってください。 

  

形式赤字 
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２①表 公営企業会計に係る資金不足額等 

  

 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」における資金不足比率等を算定するための様式

に関する記載要領 P.5を参照してください。 

  

  

２②表 解消可能資金不足額 

 

 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」における資金不足比率等を算定するための様式

に関する記載要領 P.15を参照してください。 

  

  

２③表 宅地造成事業に係る土地収入見込額等 

  

 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」における資金不足比率等を算定するための様式

に関する記載要領 P.19を参照してください。 

  

  

３①表 実質公債費比率の状況（満期一括償還地方債関係） 

  

 １ 本様式は、実質公債費比率の算定に用いる「満期一括償還地方債の１年当たりの元金償還

金に相当するもの」（地方財政法施行令第 12 条第１号）（年度割相当額）及び「満期一括

償還地方債の償還に必要な資金の額と減債基金に満期一括償還地方債の償還の財源として

積み立てた額との差額を考慮して総務省令で定めるところにより算定した額」（地方財政法

施行令第 11条第３号）を算定するものです。 

   なお、「満期一括償還地方債の１年当たりの元金償還金に相当するもの」（年度割相当額）

は、各団体において実際に減債基金に積み立てる額にかかわらず、償還期間を 30年とする

元金均等年賦償還の方法により償還することとした場合における当該満期一括償還地方債

の１年当たりの元金償還金相当額をいいます。 

  

 ２ 本表のクリーム色の色塗り部分に必要事項を記入してください（クリーム色の色塗り部

分以外は自動計算です）。 

  

 ３ 償還期限の満了の日において元金の全部を償還することとして起こした地方債のうち、

地方債に関する省令第２条に規定する次のア～エ以外のもの（満期一括償還地方債）につい

て記入してください。 

   ア 平成６年度から平成８年度までに発行された減税補てん債のうち、全額借換えを前

提として発行された地方債 

   イ 公共用地先行取得等事業債 

   ウ 阪神・淡路大震災復興基金への貸付を財源とするための地方債 

   エ 新潟県中越地震復興基金への貸付を財源とするための地方債 等 
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   なお、全国型市場公募債のみならず、住民参加型市場公募債及び銀行等引受債についても

合わせて記入してください。 

  

 ４ 一般会計等（基本的事項「会計区分」１参照）について記入してください。 

  

 ５ 銀行等引受債等からの借換分を含めてください。 

  

 ６ ＜参考＞には、自団体の満期一括償還方式の地方債に係る積立ルールを記入してくださ

い。 

  

 ７ 銘柄数が多く欄が足りない場合は、適宜行を加えて対応してください。 

  

８ ③・⑨・⑱・[24]には、額面金額を下回る（上回る）価格で発行された銘柄についても、

額面金額による発行額（額面総額）を記入してください。 

 

 ９ 算定対象年度の前年度以前に一部繰上償還を行った銘柄がある場合、当該銘柄について

は、発行額から当該一部繰上償還額を除いた額を③、⑨、⑱又は[24]に記入してください。 

なお、算定対象年度の前年度以前に全部繰上償還を行った銘柄は本様式に記入する必要が

ありません。 

 

 10 ⑦・⑨にはそれぞれの銘柄に係る直近の借換年度及びその際の借換債の発行額を記入し

てください。なお、算定対象年度の前年度末までに行った借換えのみを記入し、該当する借

換えがない場合には空欄としてください。 

  

 11 １(2)には、当初定時償還方式で発行した地方債を満期一括償還方式で借り換えたものに

ついて記入してください。 

  

 12 ⑯’には、30（年）から、満期一括償還方式での第１回目借換時までの経過年数を引いた

数値を記入してください。 

  

 13 [22]・[24]には、それぞれの銘柄について、満期一括償還方式での１回目の借換えを行っ

た後に更に借換えを行った場合のみ、それらの借換えのうち直近のものについて、その借換

年度及びその際の借換債の発行額を記入してください。なお、算定対象年度の前年度末まで

に行った借換えのみを記入し、該当する借換えがない場合には空欄としてください。 

  

 14 ２．には、算定対象年度に償還期限が満了した銘柄（＝算定対象年度に償還（借換えを含

む。）を行うこととなっていた銘柄）に係る実質償還額等を記入してください。なお、「実

質償還額」の欄（[31]・[33]の両欄）には、当該銘柄に係る元金償還額から、そのうち借換

債を財源として償還を行った額（借換債が額面金額を下回る（上回る）価格で発行された場

合には、償還にあてた調達額とする。）を控除した額を記入してください。 

  

 15 ４.について、ト／ナの数値が１を超えるときは１として取扱います。 
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 16 「テ」欄には、前年度末の減債基金残高のうち、実質公債費比率の算定に用いる満期一括

償還地方債の償還財源として積み立てた額に係るもののみを記入してください（地方債に

関する省令第３条第１項）。したがって、定時償還の地方債や、公営企業会計に係る地方債

等の償還の財源として積み立てた額がある場合は、当該額を除いて記入してください。 

 

 17 減債基金から年度を超えて一般会計又は特別会計に貸し付けられた額（「ニ」欄）がある

場合、「テ」欄には、当該額を除いた残高を記入してください（地方債に関する省令第３条

第２項）。 

 

 18 減債基金に積立ルールで定める額以上の額を積み立てている場合、「テ」欄には、当該額

も含めた残高を記入してください。 

 

 

３②表 公営企業に要する経費の財源とする地方債の償還の 

財源に充てたと認められる繰入金 

  

 １ 本様式は、総括表③の「④公営企業に要する経費の財源とする地方債の償還の財源に充て

たと認められる繰入金」に計上する額を算定するものです。対象となる会計は、各団体が自

ら設置する会計のうち、一般会計等以外の会計、すなわち公営事業会計（基本的事項「会計

区分」における２及び３）となります。総括表③の④欄には、３②表中「合計」の額を計上

してください。 

 ※ 本表は、各年度の繰出基準（令和３年度にあっては、令和３年４月１日付け総財公第 27

号総務副大臣通知。）及び東日本大震災に係る地方公営企業施設の災害復旧事業等に対する

繰出金について（令和３年度にあっては、令和３年４月１日付け総財公第 28 号総務副大臣

通知。）に従って計上してください。 

 ※ 令和４年、令和３年又は令和２年３月 31日までの決算がある公営事業会計が対象です。

資金不足比率等に関する算定様式３②表（再掲）には、令和４年３月 31 日までの決算があ

る公営事業会計についてのみ、当該会計の準元利償還金の額を記入してください。 

 ※ 一部事務組合の経営する公営企業分については、総括表③の⑤に計上してください。 

  

 ＜法適用事業＞ 

 ２ 黄色の色塗り部分に必要事項を記入してください。黄色の色塗り部分以外は自動計算と

なっているので変更しないでください。 

  

 ３ Ｘには、資本的収支における一般会計からの繰出金の決算額の総額を記入してください。

なお、出資金、負担金、補助金など名目にかかわらず、一般会計等から特別会計に支出され

るすべての額を含めてください。 
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 ４ Ｂ①には、Ｘのうち、次の①～⑥のいずれかに該当するものを記入してください。Ｂ①に

計上した経費については、３②Ｃに記載してください。 

   なお、原則として下記の①～⑥のいずれかに該当する経費であることが、予算書、決算書

又は議会に提出された附属資料において確認できるものに限ります。 

  

  ① 地方債を財源とするもの(一般会計等において地方債を発行して繰り出されているもの） 

  ② 一般会計等から特別会計への貸付金、出資金（地方公営企業法第 17 条の２第 1項及び

第 18条に基づくもの） 

  ③ 繰出基準において建設改良費の一部を一般会計等が負担することとされているものそ

の他当該年度の建設改良費に充てられたことが予算書等で明らかなもの 

  ④ 地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費 

  ⑤ 東日本大震災に係る地方公営企業施設の災害復旧事業に要する経費 

  ⑥ 東日本大震災に係る地方公営企業関係の復興事業に要する経費 

  

 ５ Ｇには、各年度の元金償還額を記入してください。 

  

 ６ ＸからＢ①を控除した額とＧを比較し、小さい方が準元利償還金算入額（４条分）（Ａ①）

として計上されます。（自動計算） 

  

 7 Ｙには、収益的収支における一般会計等からの繰出金の決算額の総額を記入してください。 

   なお、出資金、負担金、補助金など名目にかかわらず、一般会計等から特別会計に支出さ

れるすべてを含めてください。 

  

 ８ Ｂ②には、Ｙのうち次の①～⑦のいずれかに該当するものを記入してください。Ｂ②に計

上した経費については、３②Ｄに記載してください。 

   なお、原則として下記の①～⑦に該当する経費であることが、予算書、決算書又は議会に

提出された附属資料において確認できるものに限ります。 

  ① 地方債を財源とするもの(一般会計等において地方債を発行して繰り出されているもの） 

  ② 一般会計等から特別会計への貸付金 

  ③ 地方公営企業職員に係る基礎年金拠出金にかかる公的資金に要する経費、地方公営企

業職員に係る児童手当に要する経費、バス事業及び病院事業会計に係る共済追加費用の

負担に要する経費 

  ④ 下水道事業における雨水処理及び高度処理に要する経費として繰出基準に基づき算定

された額のうち、資本費に相当する額がＡ②に計上されている場合における当該元利償

還金繰出金に計上された額を控除した額 

  ⑤ 東日本大震災に係る地方公営企業施設の災害復旧事業に要する経費 

  ⑥ 東日本大震災に係る地方公営企業関係の復興事業に要する経費 

  ⑦ 災害応急対策等に要する経費 
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 ９ Ａ②には、下水道事業における雨水処理及び高度処理に要する経費として繰出基準に基

づき算定された額のうち、資本費に相当する額を記入してください。 

  

 10 Ｚには、各年度の繰出基準に基づき算定した元利償還金に対する繰出金の額（３②Ｂ表に

より算定された額）を記入してください。 

  

 11 Ｅには、収益的収支における総費用（営業費用、営業外費用及び特別損失の合計額）を記

入してください。 

  

 12 Ｆには、減価償却費を記入してください。 

  

 13 Ｈには、利息を記入してください。また、Ｋには、指定管理者制度（利用料金制）を導入

している場合に、指定管理者が納付する納付金の額（元利償還金又は減価償却費に充てるこ

とが協定書等において確認できるものに限る。）を記入してください。 

  

 14 Ｂ’には、Ｂ②のうち上記８の③・④・⑤・⑥・⑦に該当するものを計上してください。 

  

 15 ＹからＢ②及びＡ②を控除した額Ｃ①と、ＺからＡ①及びＡ②を控除した額Ｃ②を比較

し、次の額が準元利償還金算入額（３条分）（Ｗ）として計上されます。（自動計算） 

  

  ① Ｃ①＜Ｃ②の場合 Ｃ①とＡ②の合計値 

  ② Ｃ①≧Ｃ②の場合 Ｃ②とＡ②に加え、あん分対象繰出金（Ｃ①－Ｃ②）について、Ｉ

に占める元利償還金（Ｋ・Ｚを除く。）の割合であん分した額 

  

16 Ａ①とＷの合計値を準元利償還金算入額としてください。 

項   目 決算統計 

Ｘ 23表 02行 29列 

Ｇ 23表 01行 32列 

Ｙ 20表 02行 03列 

Ｅ 20表 02行 12列 

Ｆ 21表 01行 11列 

Ｈ 21表 01行 08列 

  ※ Ｘは、出資金、負担金、補助金など名目にかかわらず、一般会計等から特別会計に支出

されるすべての額を含むものであることから、決算統計 23 表 02行 29 列の数字の他に該

当するものがないか確認してください。 
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  ※ Ｙは、出資金、負担金、補助金など名目にかかわらず、一般会計等から特別会計に支出

されるすべての額を含むものであることから、決算統計 20 表 02行 03 列の数字の他に該

当するものがないか確認してください。 

  ※ Ｘ、Ｙに該当する資本費繰入収益に関しては、各団体において整理した予算経理に従い

記入して下さい。 

   資本的収入として取り扱う場合は 

X：23表 02行 29列  Y：20表 02行 03列 

収益的収入として取り扱う場合は  

X：（23表 02行 29列）－（20表 01行 23列）   

Y：（20表 02行 03列）＋（20表 01行 23列） 

  ※ 補助対象経費が公営企業会計の地方債の償還に要する経費であることが補助要綱等に

より明確であり、経理上、普通会計から特別会計へ繰り出される補助金がある場合には、

当該経費をＢ①及びＢ②に加算し、当該経費をＥから、当該経費のうち元金分をＧから、

利息分をＨから控除してください。 

  ※ 公営企業会計等における地方債の元金償還金のうち、繰上償還に係るものがある場合

にあっては、繰上償還に充てる財源として、一般会計等から繰り出した額をＸから控除し、

当該会計における繰上償還額をＧから控除してください。 

  ※ 公営企業会計等における地方債の元金償還金のうち、借換債並びに地方債に関する省

令（平成 18 年総務省令第 54 号）第 12 条第２号及び第４号に掲げる経費の財源に充てる

ために起こした地方債を財源として償還を行ったものがある場合にあっては、当該地方

債を財源として償還を行った額をＧから控除してください。 

  ※ 公営企業会計等における地方債の利子のうち、省令第 12 条３号及び附則第８条に掲げ

る経費の財源に充てるために起こした地方債を財源として償還を行ったものがある場合

にあっては、当該地方債を財源として償還した地方債の利子に相当する額をＥ及びＨか

ら控除してください。 

  

 ＜法非適用事業＞ 

 17 黄色の色塗り部分に必要事項を記入してください。黄色の色塗り部分以外は自動計算と

なっているので変更しないでください。 

  

 18 Ｘには、公営企業会計に対する一般会計等からの繰出金の決算額の総額を記入してくだ

さい。なお、出資金、負担金、補助金など名目にかかわらず、一般会計等から特別会計に支

出されるすべての額を含みます。 

  

 19 Ｂには、Ｘのうち、次の①～⑦いずれかに該当する額を記入してください。Ｂに計上した

経費については、３②Ｇ表に記載してください。 

   なお、原則として①～⑦に該当する経費であることが、予算書、決算書又は議会に提出さ

れた附属資料において確認できるものに限ります。 
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  ① 地方債を財源とするもの(一般会計等において地方債を発行して繰り出されているもの） 

  ② 一般会計等から特別会計への貸付金、繰出基準において建設改良費の一部を一般会計

等が負担することとされているものその他当該年度の建設改良費に充てられたことが予

算書等で明らかなもの 

  ③ 地方公営企業職員に係る基礎年金拠出金にかかる公的資金に要する経費、地方公営企

業職員に係る児童手当に要する経費、バス事業及び病院事業会計に係る共済追加費用の

負担に要する経費 

  ④ 下水道事業における雨水処理及び高度処理に要する経費として繰出基準に基づき算定

された額のうち、資本費に相当する額がＡに計上されている場合における当該元利償還

金繰出金に計上された額を控除した額 

  ⑤ 東日本大震災に係る地方公営企業施設の災害復旧事業に要する経費 

  ⑥ 東日本大震災に係る地方公営企業関係の復興事業に要する経費 

  ⑦ 災害応急対策等に要する経費 

  

 20 Ａには下水道事業における雨水処理及び高度処理に要する経費として繰出基準に基づき

算定された額のうち、資本費に相当する額を記入してください。 

  

 21 Ｙには、各年度の繰出基準に基づき算定した元利償還金に対する繰出金の額（３②Ｆ表に

より算定された額）を記入してください。 

  

 22 Ｅには、公営企業会計における支出総額を記入してください。 

  

 23 Ｆには、建設改良費を記入してください。 

  

 24 Ｇには、各年度の元利償還金を記入してください。また、Ｋには、指定管理者制度（利用

料金制）を導入している場合に、指定管理者が納付する納付金の額（元利償還金又は減価償

却費に充てることが協定書等において確認できるものに限る。）を記入してください。 

  

 25 Ｂ’には、Ｂのうち 19③・z④・⑤・⑥・⑦に該当するものを計上してください。 

  

 26 ＸからＡ及びＢを控除した額Ｃ①とＹからＡを控除した額Ｃ②を比較し、次の額が準元

利償還金算入額（Ｚ）として計上されます。（自動計算） 

  

  ① Ｃ①＜Ｃ②の場合 Ｃ①とＡの合計値 

  ② Ｃ①≧Ｃ②の場合 Ｃ②とＡに加え、あん分対象繰出金（Ｃ①－Ｃ②）について、Ｈに

占める元利償還金（Ｋ・Ｙを除く。）の割合であん分した額 
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項   目 決算統計 

Ｘ 
26表 02行 51列、52列 

26表 02行 53列、54列 

Ｅ 
26表 01行 12列 

26表 01行 33列 

Ｆ 26表 01行 34列 

Ｇ 
26表 01行 49列 

26表 01行 19列 

  

  ※ Ｘは、出資金、負担金、補助金など名目にかかわらず、一般会計等から特別会計に支出

されるすべての額を含むものであることから、決算統計 26表 02行 51列、52列、53列及

び 54列の数字の他に該当するものがないか確認してください。 

  ※ Ｆは、建設改良費に使途が特定される財源（地方債、国庫補助金、出資金及び貸付金等）

により支出されるものに限るものであり、料金収入・寄付金等使途が特定されない財源に

より支出されたものは控除してください。 

  ※ 補助対象経費が公営企業会計の地方債の償還に要する経費であることが補助要綱等に

より明確であり、経理上、普通会計から特別会計へ繰り出される補助金がある場合には、

当該経費をＢに加算し、Ｅ及びＧから控除してください。 

  ※ 公営企業会計等における地方債の元金償還金のうち、繰上償還に係るものがある場合

にあっては、繰上償還に充てる財源として、一般会計等から繰り出した額をＸから控除し、

当該会計における繰上償還額をＥ及びＧから控除してください。 

  ※ 公営企業会計等における地方債の元金償還金のうち、借換債並びに地方債に関する省

令（平成 18 年総務省令第 54 号）第 12 条第２号及び第４号に掲げる経費の財源に充てる

ために起こした地方債を財源として償還を行ったものがある場合にあっては、当該地方

債を財源として償還を行った額をＥ及びＧから控除してください。 

  ※ 公営企業会計等における地方債の利子のうち、省令第 12 条３号及び附則第８条に掲げ

る経費の財源に充てるために起こした地方債を財源として償還を行ったものがある場合

にあっては、当該地方債を財源として償還した地方債の利子に相当する額をＥ及びＧか

ら控除してください。 

  

  

３③Ａ表 元利償還金及び特定財源の額 

  

 １ 本様式は、実質公債費比率の算定に用いる「政令で定める地方債に係る元利償還金の額」

（地方財政法第５条の３第４項第１号）（ただし、「満期一括償還地方債の償還に必要な資

金の額と減債基金に満期一括償還地方債の償還の財源として積み立てた額との差額を考慮

して総務省令で定めるところにより算定した額」（地方財政法施行令第 11条第３号）（→
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３①表の「減債基金積立不足額を考慮して算定した額」）は考慮しない。）及び「地方債の

元利償還金又は準元利償還金の財源に充当することのできる特定の歳入に相当する金額」

（地方財政法第５条の３代４項第１号）を算出するための様式です。 

  

 ２ 「①公債費（一般会計等に係るものに限り、減債基金への積立てに係るものを除く。）」

には、一般会計等に係る各年度の公債費の決算額（借換債を財源として償還した額を含む額）

のうち、減債基金への積立てに係る額を除いた額を計上してください。 

  

 ３ 「②繰上償還額及び借換債を財源として償還した額」には、各年度において繰上償還を行

った額と借換債を財源として償還を行った額（借換債が額面金額を下回る（上回る）価格で

発行された場合には、償還にあてた調達額とする。）の合計額を計上してください。 

   なお、繰上償還額については、任意又は強制問わず繰上償還した額を計上してください。 

  

 ４ 「③満期一括償還地方債の元金に係る分」には、満期一括償還地方債の満期が到来した際

の元金償還額（②で計上していない額に限る。）を計上してください。 

  

 ５ 「⑤特定財源」のうち「国や都道府県等からの利子補給」及び「貸付金の財源として発行

した地方債に係る貸付金の元利償還金」には、各年度において歳入した額を計上してくださ

い。 

  

 ６ 「⑤特定財源」のうち「公営住宅使用料」には、各年度において歳入した公営住宅使用料

のうち、決算統計における財源充当ルールを適用した場合に地方債の元利償還金に充当す

ることができる公営住宅使用料の額を計上してください。 

  

 ７ 「⑤特定財源」のうち「都市計画事業の財源として発行された地方債償還額に充当した都

市計画税（３③Ｂ表Ｂ欄の数値）」には、３③Ｂ表により算出した各年度の同表Ｂ欄の数値

が自動表示されます。 

  

 ８ その他の特定財源については、「⑤特定財源その他の内訳」の「歳入年度」、「特定財源

の名称」及び「特定財源の額」にそれぞれ記入してください。年度ごとの特定財源の合計額

が、「⑤特定財源」のうち「その他」欄に自動表示されます。 

   なお、本様式の対象となる「特定財源」とは、当該特定財源の充当先となる地方債の元金

償還金等との間に相当の因果関係を持ち、かつ、当該元金償還金等に充当することが制度的

に予定されているものをいい、一般財源に対する、単なる「特定財源」ではないことに注意

してください。 

  

  

３③Ｂ表 都市計画税充当可能額 

  

 １ 本様式は、実質公債費比率の算定に用いる「地方債の元利償還金又は準元利償還金の財源

に充当することのできる特定の歳入に相当する金額」（地方財政法第５条の３第４項第１号）

のうち、都市計画税の充当可能額を算出するための様式です。 
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 ２ 本表のクリーム色の色塗り部分に必要事項を記入してください（クリーム色の色塗り部

分以外は自動計算）。 

  

 ３ 「①都市計画事業費（一般会計等分）」には、都市計画税を充てることのできる都市計画

法に基づいて行う都市計画事業及び土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に係

る費用で市町村が支出するもの（当該事業の実施のため借り入れた地方債の償還額を除く。）

のうち一般会計等において負担する事業費の額を計上してください。この際、当該事業終了

後の維持管理等の費用は含めない点に注意してください。また、下水道事業等公営企業会計

等において実施する事業に対する繰出金は当該欄には含めないでください（都市計画事業

費の範囲については、毎年度各市町村に対して行っている課税状況調査のうち「都市計画事

業費に関する調」等を参照）。 

   なお、「都市計画事業」とは、都市計画法第 59条第１項から第４項までの規定により認

可又は承認を受けて行われる都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業をいい、

「土地区画整理事業」とは、都市計画区域内の土地について、公共施設（道路、公園、広場、

河川等）の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため行われる土地の区画形質の変更及び

公共施設の新設又は変更に関する事業をいいます。 

  

 ４ ②には公営企業会計における都市計画事業費に対する繰出し分を計上してください。具

体的には、都市計画事業に係るものについて、３②Ａ表等の繰出金総額から準元利償還金と

して計算された額を控除した額（Ｘ＋Ｙ－Ｖ）を計上してください。なお、都市計画事業を

行っている会計が２会計以上ある場合には、合算額を計上してください。 

  

 ５ ③には、①の事業の実施のため借り入れた地方債の償還額（すでに終了した事業に係るも

のを含む。）を計上してください。公営企業会計において償還する公営企業債分は含めない

でください。 

  

 ６ ④には、３②Ａ表等の準元利償還金として計算された額（Ｖ又はＺ）を計上してください。 

  

 ７ ⑤には、④以外に都市計画税を充当している準元利償還金があれば計上してください。 

  

 ８ ⑥には、①及び②に充当した特定財源を、⑦には、③、④及び⑤に充当した特定財源を計

上してください。 

  

 ９ ⑧ 都市計画税収入額については、各年度における都市計画税収額を計上してください。 

  

 

４①表 債務負担行為に基づく支出予定額 

  

 １ 本様式には、算定時点において、地方自治法第 214 条に規定する債務負担行為として予

算に定めている支出額のうち、地方財政法第 5 条各号に規定する経費で、以下の①から⑩

までに該当するものについて、算定時点以降（令和４年度以降）の支出予定額（ただし、算

定時点後に発生する利子負担額は含みません。）をそれぞれ計上してください。 
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  ① 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11年法律第 117

号）第 2条第 4項に規定する選定事業に係る経費の支出予定額のうち、公共施設又は公用

施設の建設事業費及び公共用若しくは公用に供する土地又はその代替地としてあらかじ

め取得する土地の購入費（当該土地に関する所有権以外の権利を取得するために要する

経費を含む。）に係るもの 

  ② 大規模な宅地開発又は住宅建設に関連して地方公共団体に代わって独立行政法人都市

再生機構（中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正

する法律（平成 16 年法律第 35 号）附則第 3 条第 1 項の規定により解散した旧地域振興

整備公団、独立行政法人都市再生機構法（平成 15年法律第 100 号）附則第 4 条第 1 項の

規定により解散した旧都市基盤整備公団、同法附則第 18 条の規定による廃止前の都市基

盤整備公団法（平成 11年法律第 76号）附則第 6条第 1項の規定により解散した旧住宅・

都市整備公団並びに同法附則第 17条の規定による廃止前の住宅・都市整備公団法（昭和

56年法律第 48号）附則第 6条第 1項の規定により解散した旧日本住宅公団及び同法附則

第 7条第 1項の規定により解散した旧宅地開発公団を含む。）又は独立行政法人住宅金融

支援機構法（平成 17 年法律第 82 号）附則第 3 条の規定により解散した旧住宅金融公庫

の宅造融資を受けた者が行う公共施設又は公用施設の建設に要する費用のうち地方公共

団体が負担する費用に係る経費の支出予定額 

  ③ 土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号）第 85 条に規定する国営土地改良事業に対する

負担金に係る経費の支出予定額 

  ④ 国立研究開発法人森林研究・整備機構（独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律（平

成 20年法律第 8 号）による廃止前の独立行政法人緑資源機構、独立行政法人緑資源機構

法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人緑資源機構法（平成 14 年法律第 130 号）

附則第 4 条第 1 項の規定により解散した旧緑資源公団、森林開発公団法の一部を改正す

る法律（平成 11 年法律第 70 号）附則第 2 条の規定により緑資源公団となった旧森林開

発公団、同法附則第 3 条第 1 項の規定により解散した旧農用地整備公団及び農用地開発

公団法の一部を改正する法律（昭和 63 年法律第 44 号）附則第 2 条の規定により農用地

整備公団となった旧農用地開発公団を含む。）、独立行政法人水資源機構（独立行政法人

水資源機構法（平成 14年法律第 182号）附則第 2 条第 1項の規定により解散した旧水資

源開発公団を含む。）及び独立行政法人環境再生保全機構（独立行政法人環境再生保全機

構法（平成 15 年法律第 43 号）附則第 4 条第 1 項の規定により解散した旧環境事業団及

び公害防止事業団法の一部を改正する法律（平成 4 年法律第 39号）附則第 2 条の規定に

より環境事業団となった旧公害防止事業団を含む。）の行う事業に対する負担金に係る経

費の支出予定額 

  ⑤ 地方公務員等共済組合法（昭和 37年法律第 152 号）第 3 条に規定する地方公務員共済

組合が建設する地方公務員に貸与する宿舎その他の施設の無償譲渡を受けるため、地方

公務員共済組合に支払う賃借料に係る経費の支出予定額 

  ⑥ 公有地の拡大の推進に関する法律（昭和 47年法律第 66号）第 17条第 1項第 1号に規

定する土地の取得に要する経費の支出予定額 

  ⑦ 社会福祉法人が施設の建設に要する資金に充てるために借り入れた借入金の償還に要

する費用の補助に係る経費の支出予定額 

  ⑧ 地方公共団体が当該地方公共団体以外の者の債務について損失補償又は保証をしてい

た場合における当該損失補償又は保証に係る債務の履行に要する経費の支出予定額 
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  ⑨ 地方公共団体が当該地方公共団体以外の者の債務を引き受けた場合における当該債務

の履行に要する経費の支出予定額（⑧の支出予定額と重複する額を除く。） 

  ⑩ ①～⑨に掲げる支出予定額に準ずるものとして当該地方公共団体において合理的に算

定した額 

    ⑩に該当する支出予定額として、公立大学法人が土地の取得等に要する資金に充てる

ために借り入れた長期借入金の償還に要する費用の補助に係る経費の支出予定額、第三

者に対する元利補給金（ただし、算定時点以後に発生する利子支払に係る補給金を除く。）

に係る支出予定額などがあります。 

  ※ 本様式の対象となる債務負担行為に基づく支出予定額（地方財政法第 5 条各号に規定

する経費）とは、契約等の相手方によって既に地方公共団体の支出の原因となる行為の履

行が完了し、その支出額が確定しているものに対して、地方公共団体が債務負担行為を設

定することにより、当該履行が完了した年度にその対価を支払わずに、後年度にその支払

が先送りされている場合の当該支出予定額をいいます。 

    したがって､契約発注した工事請負代金の支払が複数年度にわたるため債務負担行為を

設定してその支払を行う場合であっても、当該支払は、工事期間中の各年度における相手

方の履行に対して、その対価を支払っているに過ぎず、また、工事が完了するまで支払額

が確定しないことから、このような支出については、本様式の対象とはならないものです。 

    また、債務負担行為に基づく支出予定額に利子支払分が含まれている場合は、算定時点

以前（令和３年度）に発生している利子支払分を今後支払う場合はその額を含める一方、

算定時点より後（令和４年度）に発生する利子支払分は含めないことに注意してください。 

  （参考）地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則（抄） 

   第 8条 法第二条第四号ロに規定する総務省令で定めるところにより算定した額は､次の 

  各号に定める額（当該年度以降の利払いに要する支出予定額を除く。）のうち、当該地方公

共団体の一般会計等（法第二条第一号に規定する一般会計等をいう。以下同じ。）において

実質的に負担することが見込まれる額とする。 

  

 ２ 「区分」には、上記１の①～⑩の区分に従って、該当する番号を記入してください。 

  

 ３ 「事項(1)」、「期間(2)」及び「限度額(3)」の各欄には、債務負担行為として予算に定

められている内容を記入してください。なお、年度ごとに限度額が定められている場合は、

その総額を記入してください。 

  

 ４ 「支出予定額(4)」については、以下の留意事項を参照の上、各事項に係る支出予定額を

計上してください。 

   ※なお、「支出予定額(4)」が「限度額(3)」を上回ることはありません。 

   また、「支出予定額(4)」の右欄には、（構成比）として「将来負担額（合計）」に対す

る、各事項の「支出予定額(4)」の割合が自動表示されます。 

  

留意事項 

 １ 本様式において算定する「債務負担行為に基づく支出予定額」は、以下の支出額を対象と

していませんので、その額を除いて計上してください。 

  ・ 令和３年度以前に既に支出を終えている額 

  ・ 公営企業会計など一般会計等以外の会計が負担すべき支出予定額 
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    （一般会計等以外の予算に係る債務負担行為であっても、一般会計等からの繰出しによ

って支払うことが見込まれるものについては、含めて計上してください。） 

  ・ 算定時点以降（令和４年度以降）に発生する利子支払に係る支出予定額 

  ・ 法第 2条第 4号チに規定する設立法人以外の者（たとえば第三セクターなど）が金融機

関等からの貸付を受ける際に締結している損失補償契約に基づく支出予定額 

    （ただし、設立法人以外の者と締結している契約関係等（土地の買戻しや立替施工など）

に基づいて発生する支出予定額については、本様式の対象となりますので、それらを含め

て計上してください。） 

  

 ２ 区分⑥の土地の取得（買戻し）に要する経費の支出予定額は、「４⑥Ｂ表 土地開発公社

の負債額」の「土地開発公社（当該団体が設立した法人に限る）の負債」「省令第 8条第 5

号に規定する土地の取得価額(9)」の額と基本的に一致します。 

   （ただし、自団体の設立法人ではない土地開発公社に対して土地の取得を依頼し、その取

得経費について債務負担行為を設定している場合は、一致しません。） 

   また、区分⑥に係る支出予定額には、「供用済土地」及び「未収金土地」の買戻しに要す

る経費も含みますので、留意してください。 

  

  供用済土地･･･自団体に所有権が移転しておらず、かつ、土地購入代金を土地開発公社に支

払っていないが、既に自団体において供用を開始している土地 

  未収金土地･･･自団体に所有権が移転しているが、自団体が土地購入代金の全部又は一部を

支払っていない土地 

  

 ３ 区分⑧の損失補償・債務保証の履行に要する経費の支出予定額は、当該地方公共団体以外

の者の債務について、損失補償又は保証をしていた場合において、当該損失補償又は保証に

係る債務が履行されることとなり、当該地方公共団体が今後支払うこととなる額に関し債

務負担行為を設定している額を記入してください。 

  

 ４ 区分⑨の引き受けた債務の履行に要する経費の支出予定額は、当該地方公共団体以外の

者の債務について、当該地方公共団体が引き受けた債務の額であって、債務負担行為を設定

している額を記入してください（例えば、公社等の直営化を行う際に、損失補償又は保証を

していない法人等の債務を地方公共団体が引き受けた場合などが該当します。）。 

 ※ ただし、損失補償又は保証に係る債務の履行の手段として債務を引き受けた場合は、当該

引き受けた債務の履行に要する経費の額を、区分⑧の損失補償・債務保証の履行に要する経

費の支出予定額に含めて記入し、この区分⑨には含めませんので注意してください。 

 ※ 債務を引き受けることとは、債務の同一性を保ちながら契約によって債務を従前の債務

者（旧債務者）から引受人へと移転させることをいいます。 

  

＜「区分⑧」及び「区分⑨」について＞ 

 ※ 当該地方公共団体以外の者とは、法人のみならず自然人を含みます。 
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 ※ 損失補償・債務保証の履行に要する経費及び引き受けた債務の履行に要する経費であっ

ても、一括払いで当該年度に支出したものは、将来負担額には算入されません。 

 ※ この区分⑧及び区分⑨は、損失補償若しくは保証に係る債務又は債務引受を行う債務で

あって、既に履行される段階のもの（確定債務）を将来負担額に算入するものであり、４⑥

F表において未だ履行されていない段階のもの（未確定債務）を将来負担額に算入すること

とは異なりますのでご注意ください。 

  

  

４②③表 一般会計等以外の特別会計に係る 

地方債の償還に充てるための一般会計等からの繰入れ見込額 

  

 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」における資金不足比率等を算定するための様式

に関する記載要領 P.22を参照してください。 

 

 

４④表 組合が起こした地方債の償還に係る負担等見込額 

  

 ※ 組合には地方開発事業団を含みます。 

 ※ 記入にあたっては、組合の加入団体間で算定上の齟齬がないよう調整してください。 

  

 １ 「組合の名称(1)」には、加入している組合のうち、算定時点において地方債現在高のあ

る組合の名称を記入してください。 

  

 ２ 「会計名(2)」には、(1)の組合に係る会計のうち、算定時点において地方債現在高がある

会計の名称を記入してください（地方債現在高がない会計については記入の必要はありま

せん）。 

   なお、「区分」には、７①・②の区分に従い、当該会計が該当する区分を記入してくださ

い。 

  

 ３ 「会計ごとの地方債現在高(3)」には、会計ごとの算定時点における地方債現在高を記入

してください。 

  

 ４ 「(3)のうち一般会計等負担等見込額(4)」及び「負担の考え方(5)」は、組合の規約や事

業ごとの取決め等により、組合の地方債の償還に係る自団体の一般会計等の負担等見込額

の算定の考え方が明らかな場合のみ記入してください。 

  

 ５ 「負担の考え方(5)」には、「(3)のうち一般会計等負担等見込額(4)」の算定の考え方及

び算出過程を具体的な数値を用いて、できる限り詳細に記入してください。 

   （記載量が多くなる場合は、別紙によってもかまいません。） 
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 ６ 「過去 3 か年度における負担割合(6)」、「過去 3 か年度の負担割合の平均値(7)」及び

「(3)のうち一般会計等負担等見込額(8)」には、組合の規約や事業ごとの取決め等により、

組合の地方債の償還に係る自団体の一般会計等の負担等見込額の算定の考え方が明らかで

ない場合に記入してください。 

  

 ７ 「過去 3 か年度における負担割合(6)」には、会計ごとに次の①・②のいずれかの方法に

より令和元年度から令和３年度までの地方債の元利償還金に対する一般会計等からの負担

金等の割合を年度ごとに算出して、それぞれ記入してください。 

  ① 当該会計が公営企業会計以外の会計である場合 

    公営企業会計以外の会計ごとの地方債の元利償還金に対する一般会計等からの負担金

等の割合の算出方法 ： Ａ／Ｂ 

  

    Ａ 組合の公営企業会計以外の会計ごとの地方債の元利償還金に対する一般会計等か

らの負担金等の額 

    ※ 以下の要領により、一般会計等からの負担金等を性質別に振り分けた上で、公債費

のうち元利償還金に対する負担金等の額を計上してください。 

     ・ 組合の規約等により、負担金等の充当経費があらかじめ性質別に定まっているも

のは、当該性質別経費に振り分ける。 

     ・ 特に負担金等の充当経費が性質別に定まっていない場合には、当該加入している

組合の性質別決算額によりあん分し、各性質別経費に振り分ける。 

    Ｂ 組合の公営企業会計以外の会計ごとの地方債の元利償還金の額 

  

  ② 当該会計が公営企業会計である場合 

    公営企業会計の地方債の元利償還金に対する一般会計等からの負担金等の割合の算出

方法 ： （Ａ×ａ）／Ｂ 

  

    Ａ 組合の公営企業会計ごとの地方債の元利償還金に対する全加入団体の負担金等の

額（「３②表 公営企業に要する経費の財源とする地方債の償還の財源に充てられた

と認められる繰入金」のうち、法適用事業である場合は、「３②Ａ’表（一部事務組

合共通分）」の「準元利償還金算入額Ｖ」、法非適用事業である場合は、「３②Ｅ’

表（一部事務組合共通分）」の「準元利償還金算入額Ｚ」） 

    ａ Ａに対する自団体の一般会計等からの負担割合（同「３②Ａ’表（一部事務組合共

通分）」の「Ｖに対する当該団体の負担割合（あん分率）」又は同「３②Ｅ’表（一

部事務組合共通分）」の「Ｚに対する当該団体の負担割合（あん分率）」） 

    Ｂ 組合の公営企業会計ごとの地方債の元利償還金の額 

 

 

４⑤Ａ～Ｄ表 退職手当支給予定額に係る負担見込額 

 

総括表（４⑤Ａ表） 

 (1) 「一般職に属する職員(1)」の「うち基本額」には、４⑤Ｂ表の「一般職（基本額）合

計額」が、「うち調整額」には、４⑤Ｃ表の「一般職（調整額）合計額」の（その１）又

は（その２）の額が自動表示されます。 
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 (2) 「特別職に属する職員(2)」には、４⑤Ｄ表の「特別職合計」が自動表示されます。 

 (3) 「組合等積立額・積立不足額(3)」には、４⑤Ｄ表の「組合積立額・積立不足額（一般

会計等負担分）(5)」が自動表示されます。 

 (4) 「個別算定額又は個別加算額(4)」には、省令第 11 条（退職手当支給予定額に係る一

般会計等負担見込額）のただし書の規定により、算定様式（４⑤Ｂ表・４⑤Ｃ表）を使用

せず、独自の方法により退職手当支給予定額に係る一般会計等負担見込額を算定した場合

に 、当該得られた額（個別算定額）を入力してください。 

  ※ 個別算定額は、総括表の「将来負担額(1)＋(2)－(3)＋(4)」に加算されます。 

  ※ 上記の場合には、使用しなかった算定様式は空欄としてください。 

   また、例えば、条例において一般職員と会計年度任用職員の支給率が異なる場合等には、

４⑤Ｂ表を複製して複数のシートを作成し、複製した様式で会計年度任用職員の支給予定

額を算定した上で、総括表の「個別算定額又は個別加算額(4)」に当該支給予定額を入力

することもできます。ただし、その場合、４⑤Ｂ表「基本額」の「１職員数」には会計年

度任用職員を含めた人数を計上してください。 

 （参考）健全化法施行規則（退職手当支給予定額に係る一般会計等負担見込額） 

  第 11 条 法第 2 条第 4 号ホに規定する負担見込額は、次の各号に掲げる職員の区分ごと

に、当該各号に定める額を合算した額（中略）とする。ただし、退職手当の制度が特殊

であることその他の事情により、これらの事情に応じた算定がより合理的かつ適正と認

められる地方公共団体にあっては、当該算定によって得られた額とする。（以下略） 

  

１ 職員数（４⑤Ａ表） 

 (1) 退職手当支給予定額の対象となる職員は、算定時点（令和３年度末日）において別法

人で給料を負担しているが退職手当は自団体で支給する予定の職員や休業中の職員を含み、

算定時点で自団体が給料を負担しているが退職手当は別法人の負担となる予定の職員は除

き、算定する年度の前年度（令和３年度）末日に退職した職員も除かれます。また、教育長

は特別職に区分します。 

 (2) 「①一般職・一般会計等対象職員数」には、退職手当を負担すべき一般職に属する職

員のうち、一般会計等においてその退職手当を負担すべき職員数として、４⑤Ｂ表「２基

本額」の「１①のうち勤続期間が 6 か月未満の職員数」と「本様式の対象となる１①の職

員数」の合計値が自動表示されます。 

 (3) 「②特別職・一般会計等対象職員数」には、退職手当を負担すべき特別職に属する職

員のうち、一般会計等においてその退職手当を負担すべき職員数が、４⑤Ｄ表「４特別職」

の記入内容を受けて、自動表示されます。 

 (4) 「③一般職・公営事業に係る会計対象職員数」には、退職手当を負担すべき一般職に

属する職員のうち、公営事業に係る会計においてその退職手当を負担すべき職員数として、

表右下「③一般職・公営事業に係る会計対象職員数の内訳」の「⑤対象職員数」に記入さ

れた職員数の合計値が自動表示されます。 

 (5) 「④特別職・公営事業に係る会計対象職員数」には、退職手当を負担すべき特別職に

属する職員のうち、公営事業に係る会計においてその退職手当を負担すべき職員数を記入

してください。 

 (6) 「③一般職・公営事業に係る会計対象職員数の内訳」の「⑤対象職員数」には、表に掲

げる事業ごとに、当該事業に区分される職員数を記入してください。 
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２ 基本額（４⑤Ｂ表） 

 (1) Ａｎの行は、「１職員数」①の職員について、算定時点における勤続年数別の職員数

を記入してください。勤続年数の算定には休業期間・出向期間等を含み、年数計算にあた

っては勤続期間が１年未満の者については 5 捨 6 入、１年以上の者については１年未満の

月数を切り捨てて得られる勤続年数の区分に計上してください。 

 (2) Ｂｎの行は、勤続年数毎に、算定時点における給料表（条例に規定）に定める各職員

の給料月額（別法人へ出向中の職員にあっては、算定時点において給料を支給するとした

場合の給料表上の給料月額）総額を記入してください。 

 (3) Ｃｎの行は、退職手当に関する条例等（退職手当の支給業務を組合に処理させている

場合は、当該組合の条例等）により算定される勤続年数別の自己都合退職に係る支給率を

記入してください。※ 支給率は小数で記入してください。 

 (4) 「１①のうち勤続期間が 6 か月未満の職員数」には、「１職員数」①の職員で勤続期

間が１年未満の者のうち、5 捨 6 入の結果、本様式の対象とならなかった職員の数を記入

してください。 

  ※ この職員数と本様式の対象となる職員数の合計が、「１職員数」の「①一般職・一般

会計等対象職員数」の欄に自動表示されます。 

  

３ 調整額（４⑤Ｃ表） 

 (1) 調整額（国家公務員退職手当法第 2条の 4 の調整額に相当する退職手当）の支給規定を

退職手当に関する条例（退職手当の支給業務を組合に処理させている場合は、当該組合の

条例等）において定めている団体のみ記入してください。 

 (2) 調整額の算定は、本様式中「調整額（その１）」か「調整額（その２）」のいずれか１

つの方法を選択してください。従って、表右下「一般職（調整額）合計額」の（その１）と

（その２）の両方に数値が記入されることはありません。 

 (3) 調整額（その１）中、Ａｎには、人事委員会規則等で定めている調整月額について、職

員区分ごとにその額を記入してください。その際、最も調整月額が少額の区分（0円を除く）

を n=「1」の列に記入し、調整月額の大きさに従って順に記入してください。 

  ※ 調整月額の単位は、円単位で記入してください。 

 (4) 調整額（その１）中、Ｂｎには、「１職員数」①の職員のうち、算定時点における勤続

期間が 25年以上の職員数を、ｎの職員区分ごとに記入してください。 

 (5) 調整額（その１）中、Ｆｎには、「１職員数」①の職員のうち、算定時点における勤続

期間が 10年以上 25年未満の職員数を、ｎの職員区分ごとに記入してください。 

 (6) 調整額（その２）中、a には、前年度において自己都合により退職した者に対して支給

した調整額の総額を記入してください。 

 (7) 調整額（その２）中、bには、前年度における自己都合退職者のうち「国家公務員退職手

当法の一部を改正する法律」（平成 17 年法律第 115号）附則第 3条に相当する経過措置規

定により調整額を支給されなかった者に対して支給された退職手当の支給総額を記入して

ください。 

 (8) 調整額（その２）中、c には、上記 b の職員について前年度末日における条例に規定さ

れている基本額の算定方法に基づいて算定される額の総額を記入してください。 

  ※ この額は(7)及び(9)の額の内数ですので、(7)や(9)の額を超えることはありません。 

 (9) 調整額（その２）中、Ｂには、前年度において自己都合により退職した者について、条

例に規定されている基本額の算定方法に基づいて算定される額の総額を記入してください。  
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４ 特別職（４⑤Ｄ表） 

 (1) 「特別職名」には、「１職員数」②の職員について、個別にその職名を記入してくださ

い。※ 副知事が２人いる場合などは、別の行にそれぞれ記入してください。 

 (2) 「退職手当支給予定額」には、同職員について、自己の都合により退職するものと仮定

した場合に当該職員に対し支給すべき退職手当支給額を記入してください。 

 

５ 退職手当支給業務の処理組合（４⑤Ｄ表） 

 (1) 退職手当の支給業務を組合等に処理させている団体のみ記入してください。 

 (2) 「組合解散時の残余財産の構成団体間の配分方法 (1)」には、当該組合等が算定時点

において解散すると仮定した場合の残余財産の配分方法について、その内容を簡潔に記入

してください。 

 (3) 「(1)により算定した組合積立額・積立不足額 (2)」には、「組合解散時の残余財産の

構成団体間の配分方法 (1)」により、組合等に対して納付しなければならない額がある場

合には当該額を「積立不足額」として負の値で、組合等から給付を受けるべき額がある場

合には当該額を「積立額」として正の値で記入してください。 

 (4) 「組合対象職員数(3)」には、「１職員数」「職員数(合計)①＋②＋③＋④」のうち、

当該組合の負担の対象となっている自団体の職員数を記入してください。 

 (5) 「(3)のうち一般会計等がその退職手当を負担すべき職員数(4)」には、「自団体の組

合対象職員数(3)」の職員のうち、一般会計等がその退職手当を負担すべき職員数を記入

してください。 

  

(参考) 組合積立額（積立不足額）の算定方法（例） 

  退職手当支給業務を組合に処理させている場合において、組合が解散すると仮定した場合

における組合の残余財産について、構成団体間でその配分方法が取り決められていない場合

に、以下の簡便な方法により「組合積立額（積立不足額）」を算定することもできます。 

  なお、この簡便法以外の算定方法（組合の構成団体間で調整したもの）によることもでき

ます。いずれにしても、全ての構成団体において同一の算定方法を用いなければならないこ

とに留意してください。 

 (1) 「自団体から組合への負担金累積額 a」には、これまで自団体が組合に対し納付してき

た負担金の算定時点における累積額を記入してください。 

 (2) 「組合から自団体への給付金累積額 b」には、これまで組合から自団体が支給を受けた

給付金の算定時点における累積額を記入してください。 

 (3) 「自団体の累積負担・給付差額 c」には、a と b の差引額が自動表示されます。これが

負の値となった場合は、仮に組合が解散する場合には、当該組合に対し納付する額がある

ことを意味します。 

 (4) 「全構成団体から組合への負担金累積額Ａ」には、組合に加入する全構成団体に係る負

担金の累積額を記入してください。 

 (5) 「組合から全構成団体への給付金累積額Ｂ」には、組合に加入する全構成団体に係る給

付金の累積額を記入してください。 

 (6) 「全構成団体の累積負担・給付差額Ｃ」には、ＡとＢの差引額が自動表示されます。こ

の額は、仮に組合が解散する場合に組合が必要とする精算額となります。 
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 (7) 「構成団体※から組合への負担金累積額Ａ’」には、組合に加入する全構成団体のうち、

累積負担・給付差額が負の値となる団体以外の構成団体（すなわち組合解散時に組合から

負担金の還付を受ける団体）に係る負担金の累積額を記入してください。 

   ※ Ａ’はＡの内数であるため、Ａの額を上回ることはありません。 

 (8) 「組合から構成団体※への給付金累積額Ｂ’」には、上記(7)の構成団体に係る給付金

の累積額を記入してください。 

   ※ Ｂ’はＢの内数であるため、Ｂの額を上回ることはありません。 

 (9) 「構成団体※の累積負担・給付差額Ｃ’」には、Ａ’とＢ’の差引額が自動表示されま

す。この額は、(11)の「精算後積立金残高Ｙ」をあん分する際の、あん分率の分母となる

ものです。 

 (10)「組合の積立金残高Ｘ」には、当該組合が退職手当の支給のために積み立てている積立

金残高を記入してください。 

   ※ 積立金残高が、(6)Ｃ（解散時に要する精算額）を下回ることは通常ありません。

万が一、下回る場合は原因を確認してください。 

 (11)「精算後積立金残高Ｙ」は、ＸとＣの差引額が自動表示されます。この額は、算定時点

における積立金残高から解散時に要する精算額を控除した結果であり、この簡便法におい

てあん分の対象となる積立金残高となります。 

 (12)「組合積立額・積立不足額」には、この簡便法によって得られる自団体の積立額（積立

不足額）が自動表示されます。 

  ・ 累積負担・給付差額 c が正の値である場合： ｃ ＋ Ｙ×（ｃ／Ｃ’） 

  ・     〃     が負の値である場合： ｃ 

 (13)この簡便法によって得られる「組合積立額・積立不足額」を、４⑤D 表中段の「(1)によ

り算定した組合積立額・積立不足額(2)」に転記し、一般会計等がその退職手当を負担す

べき職員数によってあん分した、最終的な「組合積立額・積立不足額（一般会計等負担分）

(5)」を算出してください。 

  

 

４⑥Ａ表 地方道路公社の負債額 

  

 １ 道路整備特別措置法に係る業務 

 (1) 算定時点において道路整備特別措置法（昭和 31年法律第７号。以下「道路特措法」とい

う。）に基づき、国土交通大臣の許認可を受けて、一般国道等を新設又は改築し料金を徴収

している公社の設立団体のみ記入してください（道路特措法第 10条・第 12条等）。 

 (2) Ａには、(1)の一般国道等ごとにその名称を記入してください。道路運送法に基づく一般

有料道路事業及び有料駐車場事業、国等からの委託業務は除きます。 

 (3) Ｂ①には、(2)の一般国道等ごとに、それらに係る借入金残高（道路の建設費用だけでな

く、借入金償還等のための市中銀行等からの長期借入金を含む）を記入してください。 

    ただし、指定都市高速道路に係る道路のうち、供用開始前（＝料金徴収開始前）の道路

に係る借入金残高は除きます。 

 (4) Ｂ②には、Ｂ①のうち設立団体からの借入金で令和３年度以降に返済するものを記入し

てください。当該借入金は、一般会計等からの借入金や地方自治法第 241条第 5項に規定す

る基金（定額運用基金のことをいい、省令第 16条各号列記以外の部分に規定する地方債の
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償還額等に充当可能な基金は含みません。）からの借入金に限られ、一般会計等以外の特別

会計などからの借入金は含みませんので注意してください。 

 (5) Ｃ①～Ｃ③には、直近の収支予算の明細（道路特措法第 10条第 2項第 4号等）上の過去

3か年度（令和元年度から令和３年度。以下同じ。）の計画上の収入額を記入してください。 

 (6) Ｄ①～Ｄ③には、過去 3 か年度の収入実績額（地方公共団体から交付された補助金等の

実績額は含みませんので注意してください。）を記入してください（ただし、災害等のやむ

を得ない事情により支出実績が著しく悪化した年度があるときは、当該年度の数値を除い

て算出することができます。その際は、その理由をＤ④に記入してください）。 

 (7) Ｆは、(5)の収支予算の明細上の令和４年度以降料金徴収終了時までの収入予定額の合

計額を記入してください。 

 (8) Ｈ①～Ｈ③には、直近の収支予算の明細上の過去 3 か年度の計画上の支出額を記入して

ください。 

 (9) Ｉ①～Ｉ③には、過去 3 か年度の支出実績額を記入してください（ただし、災害等のや

むを得ない事情により支出実績が著しく増大した年度があるときは、当該年度の数値を除

いて算出することができます。その際は、その理由をＩ④に記入してください。）。 

 (10) Ｋは、(5)の収支予算の明細上の令和４年度以降料金徴収終了時までの支出予定額の合

計額を記入してください。 

 (11) 「将来支出見込額（補正値）」Ｌが「将来収入見込額（補正値）」Ｇを上回る場合は、

「将来収支見込額」Ｍが負の値となります。 

  

 ２ １以外の業務 

 (1) １以外の業務（道路運送法に基づく一般有料道路事業及び有料駐車場事業、国等からの

委託業務等）を算定時点において実施している公社の設立団体のみ記入してください。 

 (2) Ｎは、(1)の業務ごとにその名称を記入してください。 

 (3) Ｏ①～Ｏ③は、収入支出決算等を参照し、過去 3 か年度の収入実績額を記入してくださ

い（ただし、災害等のやむを得ない事情により収入実績が著しく悪化した年度があるときは、

当該年度の数値を除いて算出することができます。その際は、その理由をＯ④に記入してく

ださい。）。 

 (4) Ｐ①～Ｐ③には、収入支出決算等を参照し、過去 3 か年度の支出実績額を記入してくだ

さい（ただし、災害等のやむを得ない事情により支出実績が著しく増大した年度があるとき

は、当該年度の数値を除いて算出することができます。その際は、その理由をＰ④に記入し

てください）。 

 (5) Ｑには、合理的に見込まれる事業の継続年数（業務実施見込期間）を記入してください。 

 (6) Ｒには、(5)の業務実施見込期間の考え方・見積もり方法を簡潔に記入してください。 

(例) 事業許可期間、税法上の耐用年数、公社の存続年数等 

  

 ３ 地方道路公社に係る将来負担額算定 

 (1) Ｕには、２の事業（道路特措法に基づく有料道路事業以外の業務）に係る借入金残高を 

記入してください。 

 (2) Ｖには、損失補償又は保証をしていた当該地方道路公社の債務が、その損失補償又は保

証の履行後においても当該地方道路公社の貸借対照表上の負債に引き続き計上されている

ときに限り、当該計上されている額を上限として当該損失補償又は保証に係る債務の履行

に要する経費の支出予定額を記入します。損失補償又は保証をしていた当該地方道路公社
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の債務が、貸借対照表上に計上されていないときは、当該支出予定額を計上しませんので注

意してください（これは、損失補償若しくは保証又は債務引受の履行後、当該地方道路公社

の貸借対照表上の負債に、損失補償又は保証をしていた当該地方道路公社の債務が計上さ

れる場合と計上されない場合があるためです。）。 

 (3) Ｗには、債務引受を行った当該地方道路公社の債務が、その債務引受の履行後において

も当該地方道路公社の貸借対照表上の負債に引き続き計上されているときに限り、当該計

上されている額を上限として当該引き受けた債務の履行に要する経費の支出予定額を記入

します。債務引受を行った当該地方道路公社の債務が、貸借対照表上に計上されていないと

きは、当該支出予定額を計上しませんので注意してください（これは、債務引受の履行後、

当該地方道路公社の貸借対照表上の負債に、債務引受を行った当該地方道路公社の債務が

計上される場合と計上されない場合があるためです。）。 

 (4) Ｚには、道路整備特別措置法施行令第 7 条第 7号に規定する損失補てん引当金に相当す

る額のうち、借入金の償還に充てることができる額を記入してください（Ｂ／Ｓ上の損失補

てん引当金の額ではなく、借入金の償還に充てることができる現金・預金等の額です。）。 

 (5) ＺＢには、道路公社を単独で設立している場合は、ＺＡの値が再掲され、共同で設立し

ている場合は、下記の４の結果を反映した将来負担額が表示されます。 

  

 ４ 共同設立法人の将来負担額あん分 

 (1) ２以上の都道府県又は２以上の都道府県及びそれらの区域内の市が共同して設立した道

路公社の設立団体のみ記入してください。 

 (2) ＡＡには、(1)に係る設立団体の地方公共団体名を記入してください。 

   ※自団体を最初に記入してください。 

 (3) ＡＢには、公社への各設立団体の出資の割合又は設立団体間で協議の上定めた割合を記

入してください。 

 (4) ＡＣは、(3)の結果あん分された各設立団体の将来負担額を記入してください。 

  

 (参考) Ｂ／Ｓ上の負債額 

  (1) 「Ｂ／Ｓ上の負債額」には、公社の貸借対照表上の負債額を記入してください。 

  (2) 「Ｂ／Ｓ上の道路事業損失補てん引当金額」には、貸借対照表上の道路事業損失補て

ん引当金の額を記入してください。 

  (3) 「道路事業損失補てん引当金からの借入金残高」は、公社において道路事業損失補て

ん引当金から、すでに借入金の償還等に充てた額（実際に現金・預金等として保有して

いない額）を記入してください。 

  ※ 「Ｂ／Ｓ上の道路事業損失補てん引当金額」－「道路事業損失補てん引当金からの借入

金残高」＝「道路事業損失補てん引当金残高（Ｚ）」となります。 

 

 

４⑥Ｂ～Ｄ表 土地開発公社の負債額 

  

 １ 本様式は、設立法人の負債の額等に係る一般会計等負担見込額のうち、「当該地方公共団

体が設立した土地開発公社の負債」（省令第 12 条第 2号）又は「土地開発公社の債務につ

いて損失補償又は保証をしている設立団体以外の地方公共団体における当該損失補償又は

保証に係る債務」（省令第 14条第 1号）の額を算定するものです。 
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  (1)設立団体として負担することが見込まれる額（省令第 12条第 2号） 

   → 土地開発公社の負債から、当該土地開発公社が所有する土地の取得価額等を控除し

たものを、将来負担額とするもの。 

  (2)設立団体以外の地方公共団体として負担することが見込まれる額（省令第 14条第 1 号） 

   → 損失補償又は保証に係る債務から、当該土地の取得のために借り入れた借入金につ

いて損失補償又は保証を行っている当該土地の取得価額等を控除したものを、将来負

担額とするもの。 

  

 ２ 土地開発公社を設立した地方公共団体にあっては、（４⑥Ｂ表）「土地開発公社の負債」、

（４⑥Ｃ表）「土地開発公社の負債の内訳」に数値を記入してください。 

  

 ３ 土地開発公社の債務について損失補償又は保証をしている設立団体以外の地方公共団体

にあっては、（４⑥Ｄ表）「土地開発公社（当該団体が設立した法人以外に限る）に損失補

償又は保証をしている場合の債務」に数値を記入してください。 

  

  

土地開発公社を設立した地方公共団体（４⑥Ｂ表） 

土地開発公社の負債の内訳（４⑥Ｃ表） 

  

 １ ４⑥B 表「負債の額(1)」には、土地開発公社経理基準要綱に基づき作成された貸借対照

表（以下「貸借対照表」といいます。）上の負債の額を記入して下さい。 

  

 ２ ４⑥B 表「設立団体からの借入金(2)」には、土地開発公社を設立した地方公共団体（以

下「設立団体」といいます。）からの借入金のうち令和４年度以降に返済するもの（複数あ

る場合はその合計額）を計上しますが、「設立団体からの借入金（(b)の控除前）(a)」から

「省令第 8条第 5 号に規定する土地の取得のための貸付金の償還金(b)」を除いた額が自動

表示されます。 

  

 ３ ４⑥C表（土地開発公社の負債の内訳①）「(a)設立団体からの借入金((b)の控除前)の内

訳」には、長期借入金ごとに、借入開始期日、最終償還期日、算定時点での借入金残高を記

入して下さい。当該設立団体からの借入金は、一般会計等からの借入金や地方自治法第 241

条第 5 項に規定する基金（定額運用基金のことをいい、省令第 16条各号列記以外の部分に

規定する地方債の償還額等に充当可能な基金は含みません。）からの借入金に限って記入し

てください（一般会計等以外の特別会計などからの借入金は含みませんので注意してくだ

さい。）。この４⑥C表（土地開発公社の負債の内訳①）「(a)設立団体からの借入金((b)の

控除前)の内訳」の借入金残高の合計額が４⑥B 表「設立団体からの借入金（(b)の控除前）

(a)」に自動表示されます。 

  

 ４ ４⑥B 表「省令第 8 条第 5 号に規定する土地の取得のための貸付金の償還金(b)」には、

４⑥C 表（土地開発公社の負債の内訳①）「(b)省令第 8 条第 5 号に規定する土地の取得の

ための貸付金の償還金の内訳」の貸付金の償還金の合計額が自動表示されます。 

   ４⑥C 表（土地開発公社の負債の内訳①）「(b)省令第 8 条第 5 号に規定する土地の取得

のための貸付金の償還金の内訳」には、用地又は事業ごとに、１号土地を取得するために設
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立団体の一般会計等又は地方自治法第 241 条第 5 項に規定する基金が土地開発公社に貸し

付けた貸付金のうち、令和４年度以降に償還が見込まれる額を記入します。これは、設立団

体からの借入金のうち、１号土地の取得のために借り入れたと認められるものについて、省

令第 12条第 2号に規定する土地開発公社の負債の額から控除するのではなく、省令第 17条

に規定する地方債の償還額等に充当可能な特定の歳入の一つの項目として、将来負担額か

ら控除することとするため設けられたものです（４⑨C表（地方債の償還額等に充当可能な

特定の歳入見込額 ③）の総括表（特定の歳入見込額）の「５ 土地開発公社に対する貸付

金の償還金」を参照。）。この省令第 17 条第 5号に規定する「土地開発公社への貸付金の

うち第８条第５号に規定する土地の取得のために貸し付けたと認められるものの償還が見

込まれる額」とは、公共用地先行取得資金貸付契約書に記載されている、設立団体から 1号

土地の取得のために土地開発公社に対して貸し付けた額など、確実に 1 号土地の取得のた

めに貸し付けたと客観的に証明できるものに限ります。 

  

 ５ ４⑥B 表「設立団体損失補償等履行債務(3)」には、損失補償又は保証をしていた当該土

地開発公社の債務が、その損失補償又は保証の履行後においても当該土地開発公社の貸借

対照表上の負債に引き続き計上されているときに限り、当該計上されている額を上限とし

て当該損失補償又は保証に係る債務の履行に要する経費の支出予定額を記入します。損失

補償又は保証をしていた当該土地開発公社の債務が、貸借対照表上に計上されていないと

きは、当該支出予定額を計上しませんので注意してください（前述の「４⑥Ａ表 地方道路

公社の負債額 ３(2)」と同旨）。 

  

 ６ ４⑥B 表「設立団体債務引受履行債務(4)」には、債務引受を行った当該土地開発公社の

債務が、その債務引受の履行後においても当該土地開発公社の貸借対照表上の負債に引き

続き計上されているときに限り、当該計上されている額を上限として当該引き受けた債務

の履行に要する経費の支出予定額を記入します。債務引受を行った当該土地開発公社の債

務が、貸借対照表上に計上されていないときは、当該支出予定額を計上しませんので注意し

てください（前述の「４⑥Ａ表 地方道路公社の負債額 ３(3)」と同旨）。 

  

 ７ ４⑥B表「設立団体以外損失補償等債務(5)」には、４⑥C表（土地開発公社の負債の内訳

①）「(5)設立団体以外損失補償等債務の内訳」の設立団体以外の地方公共団体が負担して

いる損失補償又は保証に係る債務の額の合計額が自動表示されます。 

   ４⑥C 表（土地開発公社の負債の内訳①）「(5)設立団体以外損失補償等債務の内訳」に

は、当該土地開発公社の債務について損失補償又は保証をしている設立団体以外の地方公

共団体がある場合に、用地又は事業ごとに、損失補償又は保証をしている設立団体以外のす

べての地方公共団体名、当該損失補償又は保証に係る債務の額（設立団体以外のすべての地

方公共団体の合計額）、設立団体以外の地方公共団体（設立団体以外のすべての地方公共団

体の合計）に係るあん分割合を記入してください。これは、土地開発公社が所有する土地の

取得のために借り入れた借入金について損失補償又は保証を行っている場合に、設立団体

として負担することが見込まれる負債の額と、設立団体以外の地方公共団体として負担す

ることが見込まれる債務の額とを区分するために設けられた算定項目です。 

  

 ８ 「現金及び預金(7)」には、貸借対照表上、流動資産＿現金及び預金に計上されている額

を記入して下さい。 
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 ９ 「事業未収金(8)」には、貸借対照表上、流動資産＿事業未収金に計上されているものか

ら、設立団体による買取りに係る事業未収金の額を除いた額（複数ある場合はその合計額）

を記入して下さい。 

   ４⑥C表（土地開発公社の負債の内訳②）「(8)事業未収金の内訳」には、事業未収金ごと

に、債務者及び未収金額を記入してください。 

  

 10 「省令第 8条第 5 号に規定する土地の取得価額(9)」には、公有地の拡大の推進に関する

法律（公拡法）第 17 条第 1 項第 1号に規定する土地（その土地の買い戻しについて、自団

体において債務負担行為を設定しているものに限ります。）の取得に要する経費の支出予定

額（複数ある場合はその合計額）を記入してください。 

   ４⑥C表（土地開発公社の負債の内訳②）「(9)省令第 8条第 5号に規定する土地の内訳」

には、債務負担行為の事項ごとに、取得する土地の内訳を記入して下さい。 

 ※ 「取得価額」とは、用地費、補償費、工事費のほか、当該土地の取得又は造成に要した借

入金等に係る利息及び人件費その他の付随費用を含む貸借対照表上の価額をいいます。 

  

 11 「市街地再開発事業等用地の取得価額又は時価評価額(10)」には、公拡法第17条第1項第

1号ニに規定する土地で、設立団体が買い取る土地（上記10の土地）以外のものの取得価額

又は当該土地の時価評価額のいずれか少ない額（複数ある場合はその合計額）を記入してく

ださい。なお、時価評価については、省令第4条第2項各号に掲げるいずれかの方法（ただし、

第1号の方法は除きます。）により評価を行った価額とします。 

   ４⑥C 表（土地開発公社の負債の内訳②）「(10)市街地再開発事業等用地の内訳」には、

当該用地又は事業ごとに、取得価額又は時価評価額のうちいずれか少ない額を記入して下

さい。時価の評価方法は次の凡例により記入して下さい。 

   ・ 不動産鑑定士による鑑定評価（省令第 4条第 2項第 2号）：鑑定評価 

   ・ 不動産鑑定士による鑑定評価を調整（省令第 4条第 2項第 3号）：鑑定調整 

   ・ 公示地価を調整（省令第 4条第 2項第 4号）：公示地価 

   ・ 基準地価を調整（省令第 4条第 2項第 5号）：基準地価 

   ・ 固定資産税評価額を調整（省令第 4条第 2項第 6号）：固定資産 

   ・ 相続税路線価を調整（省令第 4条第 2項第 7号）：相続路線 

  ※ ただし、当該市街地再開発事業等用地で、設立団体が買い取る土地（上記 10 の土地）

以外のものの取得のために借り入れた借入金について損失補償又は保証をしている設立

団体以外の地方公共団体がある場合には、次のとおり記入してください。 

   ・ 当該市街地再開発事業等用地の取得のために借り入れた借入金についての損失補償

又は保証の全額を設立団体以外の地方公共団体が行い、設立団体は損失補償又は保証

を行っていない場合  

   → 「(10)市街地再開発事業等用地の内訳」には、当該市街地再開発事業等用地について

記入しない（「(用地/事業名)」欄、「取得価額」欄及び「時価評価額」欄のいずれも

記入しない。）。 

   ・ 当該市街地再開発事業等用地の取得のために借り入れた借入金についての損失補償

又は保証を、設立団体及び設立団体以外の地方公共団体があん分割合を定めて行って

いる場合 
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   → 「(10)市街地再開発事業等用地の内訳」には、当該市街地再開発事業等用地について

記入する（ただし、「取得価額」欄及び「時価評価額」欄には、それぞれ当該市街地再

開発事業等用地の取得価額及び時価評価額に設立団体のあん分割合を乗じて得た額を

記入する。）。 

  

 12 「国等が買取ることが確実に見込まれる 1号土地の取得価額(11)」には、土地開発公社が

保有する公拡法第 17条第 1項第 1号に規定する土地のうち、「省令第 8条第 5号に規定す

る土地の取得価額(9)」及び「市街地再開発事業等用地の取得価額又は時価評価額(10)」に

該当しない土地であり、国、設立団体以外の地方公共団体その他公共的団体が買取ることが

確実に見込まれる土地の取得価額（複数ある場合はその合計額）を記入して下さい。 

   ４⑥C 表（土地開発公社の負債の内訳②）「(11)国等が買取ることが確実に見込まれる 1

号土地の内訳」には、当該用地又は事業ごとに、当該土地を買取る主体及び取得価額を記入

して下さい。 

  ※ ただし、当該国等が買取ることが確実に見込まれる 1 号土地の取得のために借り入れ

た借入金について損失補償又は保証をしている設立団体以外の地方公共団体がある場合

には、次のとおり記入してください。 

   ・ 当該国等が買取ることが確実に見込まれる 1 号土地の取得のために借り入れた借入

金についての損失補償又は保証の全額を設立団体以外の地方公共団体が行い、設立団

体は損失補償又は保証を行っていない場合  

   → 「(11)国等が買取ることが確実に見込まれる 1号土地の内訳」には、当該国等が買取

ることが確実に見込まれる 1 号土地について記入しない（「(用地/事業名)」欄、「買

取主体」欄及び「取得価額」欄のいずれも記入しない。）。 

   ・ 当該国等が買取ることが確実に見込まれる 1 号土地の取得のために借り入れた借入

金についての損失補償又は保証を、設立団体及び設立団体以外の地方公共団体があん

分割合を定めて行っている場合 

   → 「(11)国等が買取ることが確実に見込まれる 1号土地の内訳」には、当該国等が買取

ることが確実に見込まれる 1 号土地について記入する（ただし、「取得価額」欄には、

当該国等が買取ることが確実に見込まれる 1 号土地の取得価額に設立団体のあん分割

合を乗じて得た額を記入する。）。 

  

 13 「2 号土地の取得価額又は時価評価額(12)」には、公拡法第 17 条第 1 項第 2 号に規定す

る土地（ただし、道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供することが見込

まれる土地を除きます。）の取得価額又は、次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ定める

ところにより当該土地の時価として算定した額のいずれか少ない額（複数ある場合はその

合計額）を記入して下さい。評価方法は上記 11に掲げる凡例により記入して下さい。 

 ※ 土地開発公社の設立団体が公拡法第 17 条第 1項第 1号の土地として買い取りを依頼し、

その後、買い取らない扱いとした土地（いわゆる「特定土地」）は、「2号土地の取得価額

又は時価評価額(12)」には含めないでください。 

  ① 販売の用に供することができる土地 

    「当該土地の販売見込額（省令第 4条第 2項各号に掲げる方法のうちいずれかの方法に

より評価を行った価額）」－「販売経費等見込額」 

  ② 販売の用に供することができない土地 

    次の(ⅰ)又は(ii)により算定した額 
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     (ⅰ)「当該土地の完成後の販売見込額（販売予定価格又は省令第 4条第 2項各号に掲

げる方法（ただし、同項第 1号の方法を除く。）により評価を行った価額）」－「造

成販売経費等見込額（造成及び販売に要する経費等の見込額の合計額）」 

     (ii)「当該土地の近傍類似の土地の価格の変動を勘案して取得価額を加算若しくは

減算した額」 

   ４⑥C 表（土地開発公社の負債の内訳②）「(12)2 号土地の内訳」には、４⑥Ｂ表「2 号

土地の取得価額又は時価評価額(12)」に計上された土地を、その用地又は事業ごとに、取得

価額、時価評価額及びその評価基準並びに取得価額又は時価評価額のうちいずれか少ない

額を記入して下さい。 

   なお、省令第 4 条第 2 項第 1 号により時価評価を行った場合には、その評価基準として

「販売見込」と記入して下さい。 

  ※ ただし､当該 2 号土地の取得のために借り入れた借入金について損失補償又は保証をし

ている設立団体以外の地方公共団体がある場合には、次のとおり記入してください。 

   ・ 当該 2 号土地の取得のために借り入れた借入金についての損失補償又は保証の全額を

設立団体以外の地方公共団体が行い､設立団体は損失補償又は保証を行っていない場合  

   → 「(12)2号土地の内訳」には、当該 2号土地について記入しない（「(用地/事業名)」

欄、「取得価額」欄及び「時価評価額」欄のいずれも記入しない。）。 

   ・ 当該 2号土地の取得のために借り入れた借入金についての損失補償又は保証を、設立

団体及び設立団体以外の地方公共団体があん分割合を定めて行っている場合 

   → 「(12)2号土地の内訳」には、当該 2号土地について記入する（ただし、「取得価額」

欄及び「時価評価額」欄には、それぞれ当該 2号土地の取得価額及び時価評価額に設立

団体のあん分割合を乗じて得た額を記入する。）。 

  

 14 「投資その他の資産(13)」には、貸借対照表上、賃貸事業の用に供する土地以外の投資そ

の他の資産に計上される額（複数ある場合はその合計額）を記入して下さい。 

   ４⑥C表（土地開発公社の負債の内訳③）「(13)投資その他の資産の内訳」には、その内

訳を記入して下さい。 

  

 15 「賃貸事業用地の取得価額又は時価評価額(14)」には、土地開発公社が賃貸事業の用に供

する土地（公拡法第 17条第 1 項第 1 号の土地を除きます。）を保有する場合、その取得価

額又は当該土地の時価評価額のいずれか少ない額（複数ある場合はその合計額）を記入して

下さい。なお、時価評価については、省令第 4条第 2項各号に掲げるいずれかの方法（ただ

し、第 1号の方法は除きます。）により評価を行った価額とします。 

   ４⑥C表（土地開発公社の負債の内訳③）「(14)賃貸事業用地の内訳」には、当該用地又

は事業ごとに、取得価額、時価評価額及びその評価基準並びに取得価額又は時価評価額のう

ちいずれか少ない額を記入下さい。評価方法は上記６に掲げる凡例により記入して下さい。 

  

 16 「あん分割合(17)」には、複数の地方公共団体により土地開発公社を設立した場合におけ

る自団体についての将来負担額のあん分割合を記入して下さい。 

   ４⑥C表（土地開発公社の負債の内訳③）「(17)あん分割合」には、自団体のあん分割合

及び他の設立団体のあん分割合を、合計が 100％となるように記入して下さい。 
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土地開発公社の債務について保証をしている設立団体以外の地方公共団体(４⑥Ｄ表） 

  

 １ ４⑥D表は、設立団体以外の地方公共団体が土地開発公社の所有する土地の取得のために

借り入れた借入金について損失補償又は保証を行っている当該土地に着目して、当該損失

補償又は保証に係る債務について将来負担額を算定するものです。「(1)1 号土地の内訳」

及び「(2)２号土地の内訳」には、当該土地ごとに損失補償又は保証に係る債務の額、取得

価額、時価評価額及びあん分割合を記入することとし、「土地開発公社名」には当該土地を

所有する土地開発公社名を、「用地名/事業名」には当該土地の名前又は事業名を記入して

ください。 

  

 ２ 「(1)1号土地の内訳」における「当該土地に係る将来負担額(8)」合計額が「1 号土地に

係る将来負担額(1)」に、「(2)２号土地の内訳」における「当該土地に係る将来負担額(15)」

合計額が「2号土地に係る将来負担額(2)」に自動表示されます。 

  

 ３ 「損失補償又は保証に係る債務の額(4)」には、土地開発公社が保有する公拡法第 17条第

1項第 1号に規定する土地を取得するために借り入れた借入金について、設立団体以外の地

方公共団体として損失補償又は保証を行っている場合の当該損失補償又は保証に係る債務

の額（複数の地方公共団体が損失補償又は保証を行っている場合はその合計額）を記入して

下さい。 

  

 ４ 「取得価額(5)」には、公拡法第 17条第 1項第 1号に規定する土地のうち、当該土地の取

得のために借り入れた借入金について設立団体以外の地方公共団体として損失補償又は保

証をしている土地であって、地方公共団体が買取る土地（ただし、その買い戻しにつき債務

負担行為を設定していて、その支出予定額が、４①表に計上されている土地（省令第 8条 5

号関係）は除きます。）の取得価額を記入して下さい。 

  

 ５ 当該 1 号土地の取得のために借り入れた借入金について損失補償又は保証をしている地

方公共団体が複数ある場合には、「当該地方公共団体におけるあん分の割合(7)」に、損失

補償若しくは保証又は協議の上定めた割合によりあん分した自団体の割合を記入してくだ

さい（単位は％です。自団体のみが損失補償又は保証を行っている場合には、「100」と記

入してください。）。 

  

 ６ 「損失補償又は保証に係る債務の額(9)」には、公拡法第 17条第 1項第 2号に規定する土

地を取得するために借り入れた借入金について、設立団体以外の地方公共団体として損失

補償又は保証をしている場合の当該損失補償又は保証に係る債務の額を記入して下さい。 

  

 ７ 「取得価額 (10)」には、公拡法第 17条第 1項第 2号に規定する土地（ただし、道路、公

園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供することが見込まれる土地を除きます。）

を取得するために借り入れた借入金について、設立団体以外の地方公共団体として損失補

償又は保証をしている土地の取得価額を、「時価評価額(11)」には、次に掲げる土地の区分

に応じ、それぞれ定めるところにより当該土地の時価として算定した額を記入して下さい。



- 39 - 

 

評価方法は上記「土地開発公社を設立した地方公共団体（４⑥Ｂ表 11）」に掲げる凡例に

より記入して下さい。 

  ※ 土地開発公社の設立団体が公拡法第 17 条第 1 項第 1 号の土地として買い取りを依頼

し、その後、買い取らない扱いとした土地（いわゆる「特定土地」）は、「取得価額 (10)」

及び「時価評価額(11)」には含めないでください。 

  ① 販売の用に供することができる土地 

    「当該土地の販売見込額（省令第 4条第 2項各号に掲げる方法のうちいずれかの方法に

より評価を行った価額）」－「販売経費等見込額」 

  ② 販売の用に供することができない土地 

    次の(ⅰ)又は(ii)により算定した額 

    (ⅰ)「当該土地の完成後の販売見込額（販売予定価格又は省令第 4条第 2項各号に掲げ

る方法（ただし、同項第 1号の方法を除く。）により評価を行った価額）」－「造成

販売経費等見込額（造成及び販売に要する経費等の見込額の合計額）」 

    (ii)「当該土地の近傍類似の土地の価格の変動を勘案して取得価額を加算若しくは減

算した額」 

    なお、省令第 4 条第 2 項第 1 号により時価評価を行った場合には、その評価基準とし

て「販売見込」と記入して下さい。 

  

 ８ 当該 2 号土地の取得のために借り入れた借入金について損失補償又は保証をしている地

方公共団体が複数ある場合には、「当該地方公共団体におけるあん分の割合(14)」に、損失

補償若しくは保証又は協議の上定めた割合によりあん分した自団体の割合を記入してくだ

さい（単位は％です。自団体のみが損失補償又は保証を行っている場合には、「100」と記

入してください。）。 

  

  

４⑥Ｅ表 地方独立行政法人の負債額 

  

 １ 「地方独立行政法人名(1)」には、設立した地方独立行政法人の名称を記入してください。 

 

 ２ 「繰越欠損金額(2)」には、各地方独立行政法人の貸借対照表上の繰越欠損金の額を記入

してください。算定時点において当該地方独立行政法人に繰越欠損金がない場合は、0とし

てください。 

 

３ 「あん分割合(3)」には、複数の地方公共団体により地方独立行政法人を設立した場合に

おける自団体についての将来負担額のあん分割合を記入します。「あん分割合の内訳」に、

対象となる地方独立行政法人の項番ごとに、自団体のあん分割合及び他の設立団体のあん

分割合を、合計が 100％となるように記入して下さい。 
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４⑥Ｆ表 損失補償債務等に係る一般会計等負担見込額 

  

 ※ ４⑥Ｆ-ア表については、エクセルファイル「４⑥Ｆ表.xls」を作成した上で、「健全化

判断比率に関する算定様式（算定様式）.xls」のシート「４⑥Ｆ表」中、薄黄色セルに必要

事項を転記してください。  

  

 １ 算定様式の種類 

   記入が必要な表は「４⑥Ｆ表－ア」と「４⑥Ｆ表－イ」の 2種類になります。 

 (1) 地方公共団体ごとに「４⑥Ｆ表－ア」及び「４⑥Ｆ表－イ」を作成してください（別フ

ァイルでそれぞれ作成してください）。 

 (2) 「４⑥Ｆ表－イ」については、１法人につき１シート作成してください。 

   ※ １法人について、複数の地方公共団体が損失補償を付している場合にあっては、関係

地方公共団体ごとに整理の上、それぞれの地方公共団体において作成してください。 

  

２ 記入必要箇所 

   記入が必要な箇所は白抜きになっています。水色で網掛けされている箇所は記入不要で

す。 

   （書式、関数が設定されていますので上書きを行わないでください。） 

   ※ 行及び列の追加・削除等様式の追加調整は厳に謹んでください。 

  

 ３ 記入単位 …全て半角で記入してください。 

 (1) 記入する金額単位は全て千円単位となります（千円未満は四捨五入）。 

 (2) 算入率、損失補償実行率は％表示で小数点第 1位未満を四捨五入（整数表示で小数点第

3位未満を四捨五入）して記入してください。 

 (3) 平均残存年数は小数点第 2位未満を四捨五入して記入してください。なお、平均残存年

数は、加重平均により求めた数とし、1 年未満については 12 ヶ月で除し、小数点第 2 位未

満を四捨五入してください。 

  

 ４ 「４⑥Ｆ表－ア」の記入要領 

 (1) 欄外 

   都道府県名・市区町村名・地方公共団体コード（半角 6桁）を記入してください。 

 (2) 標準評価方式 

   全てのセルについて、個票とのリンクより自動計算になっていることから記入不要です。 

   ただし、個票の内容が適切に反映されていることを必ず確認してください。 

   ※ 損失補償付債務（Ａ）の額については、別途依頼予定の「令和４年度第三セクター等

について地方公共団体が有する財政的リスクの状況に関する調査」（以下「リスク状

況調査」という。）においても調査する予定ですが、それぞれの調査において算定の

定義が異なることから、（Ａ）の額が調査ごとに異なる場合が想定されます。その場

合は、「リスク状況調査」において、その記載要領に従い、異なる理由を回答してく

ださい。 

 (3) 個別評価方式 

  ① 資産債務個別評価方式 
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    法人名、損失補償債務等負担見込額を記入し、法人形態を「選択コード」を参照の上、

表示されるコードから選択してください。 

    ※ 当該法人の債務の総額から当該法人の所有する資産の時価による価額の合算額を

控除した額及び当該法人の損失補償付債務の額については、その算出過程について

任意様式により資料を作成の上、提出してください。 

  ② 経営計画個別評価方式 

    法人名、損失補償債務等負担見込額を記入し、法人形態を「選択コード」を参照の上、

表示されるコードから選択してください。 

    ※ 損失補償債務等負担見込額の算出過程について任意様式により資料を作成の上、

提出してください。 

  ③ 損失補償付債務償還費補助評価方式 

    法人名、損失補償債務等負担見込額を記入し、法人形態を「選択コード」を参照の上、

表示されるコードから選択してください。 

    ※ 損失補償債務等負担見込額の算出過程について任意様式により資料を作成の上、

提出してください。 

 (4) 公的信用保証に係る損失補償 

   公的保証機関名、損失補償付債務残高、平均残存年数、損失補償実行率を記入し、法人形

態を「選択コード」を参照の上、表示されるコードから選択してください。 

(5) 制度融資等に係る損失補償 

   制度融資名、損失補償付債務残高、平均残存年数、損失補償実行率を記入し、法人形態を

「選択コード」を参照の上、表示されるコードから選択してください。 

 (6) その他の形態の損失補償・債務保証 

   法人名等、損失補償債務等負担見込額を記入し、法人形態を「選択コード」を参照の上、

表示されるコードから選択してください。 

   ※ 損失補償債務等負担見込額（過去の実績に基づき合理的と考えられる手法で算定し

た額）の算出過程について任意様式により資料を作成の上、提出してください。 

  

 ５ 「４⑥Ｆ表－イ」の記入要領 

 (1) 直接記入箇所（金額以外） 

  ① 地方公共団体コード…6桁で記入してください（半角で記入してください）。 

  ② 地方公共団体名…市区町村の場合は都道府県名から記入してください。 

  ③ 損失補償を付している法人名…「(株)、株式会社、(有)、有限会社」等の記入は不要で

す。名称のみ全角で記入してください。 

  ④ 損失補償を付している地方公共団体数…当該地方公共団体を含め総数を記入してくだ

さい。 

  ⑤ 適格格付会社の依頼格付…該当がある場合は全角で格付を記入してください。 

  ⑥ 適格格付会社以外の依頼格付…該当がある場合は全角で格付けを記入してください。 

 (2) 選択コード記入箇所 

   「選択コード」を参照の上、表示されるコードから選択してください。 

   法人形態、法人区分、運用会計基準、財務諸表の確認状況、販売用土地の評価、未売出土

地の評価、減損会計等の適用状況、会計年度（決算期）、財務諸表の作成状況、法人の設立

状況、法的整理等の状況、損失補償付債務の元利償還金に対する財政的支援、元利金支払い

状況、依頼格付の取得有無、財政的支援の状況、格付会社 
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  ※ 法人形態、適用会計基準、財務諸表の確認状況、販売用土地の評価、未売出土地の評価、

会計年度については、備考欄への記入が必要な場合はその内容を記入してください。 

 (3) 直接記入箇所（金額）…該当が無い場合はゼロを記入してください。 

  ① 損失補償に係る債務残高（損失補償付債務） 

    地方公共団体が損失補償を付している債務残高を記入してください（未払利息、延滞利

息、遅延損害金が損失補償の対象となっており、その残高がある場合はそれも含めてくだ

さい）。 ※ 他の地方公共団体分も含めてください。 

  ② 当該地方公共団体の損失補償に係る債務残高 

    調査表提出地方公共団体が損失補償を付している債務残高を記入してください（未払

利息、延滞利息、遅延損害金が損失補償の対象となっており、その残高がある場合はそれ

も含めてください）。 

  ③ 信用補完実行見込額 

    損失補償以外の信用補完措置（損失補償と重複している）がある場合は金額を記入の上、

その具体的内容（内容、金額の算出方法、資産の所有者等）を左下の該当箇所に記入して

ください。※ 当該地方公共団体（調査表提出地方公共団体分のみ）を記入してください。 

  ④ 経常損益 

   ・会社法法人 

    損益計算書の経常利益または経常損失を記入してください。 

   ・一般社団法人及び一般財団法人（旧公益法人会計基準を適用している場合） 

    正味財産増減計算書の当期正味財産増減額を記入してください。 

   ・一般社団法人及び一般財団法人（新公益法人会計基準を適用している場合） 

    正味財産増減計算書の一般正味財産増減の部の当期経常増減額を記入してください。 

   ・その他の法人 

    損益計算書がある場合は経常利益または経常損失を記入してください。損益計算書が

ない場合には、それに準じたものを適宜記入してください。 

   ※ 林業公社においては「損失補償債務等に係る一般会計等負担見込額の算定に関する

基準」（平成 20 年総務省告示第 242 号）中、第二・四・2 に留意してください（必要

に応じ修正後の金額を記入してください）。 

  ⑤ 補助金等 

    算定様式中「○「補助金等Ｂ」欄に計上する補助金等の財政援助の額の算定等」につい

て、①欄には、地方公共団体（当該団体以外の地方公共団体も含みます。）からの補助金

等の財政援助に係る金額を記入してください。②欄には、それらのうち、「損失補償債務

等に係る一般会計等負担見込額の算定に関する基準」中、第二・二・3・(8)・ロ(イ)～(ハ)

までに該当するものを記入してください。③欄については、①から②の額を控除したもの

が自動計算され、当該額が「補助金等Ｂ」欄に自動計上されます。なお、②欄に金額を記

入した場合には、その具体的内容等を備考欄に記入してください。  

  ⑥ 修正後経常損益 

     記入不要です（書式が設定されているので上書きしないでください）。 

  ⑦ 減価償却費 

     減価償却費を記入してください。 

  ⑧ 減価償却前修正後経常損益 

     記入不要です（書式が設定されているので上書きしないでください）。 

  ⑨ 純資産 
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     算定様式中「○「純資産Ｆ」欄の額の算出方法を具体的に記載（修正の内容や計算方

法等）」について、①欄には、貸借対照表における純資産（資本合計）の額を記入して

ください。なお、会社法法人は純資産額、一般社団法人及び一般財団法人は正味財産額、

その他の法人は資本合計額を記入してください。②欄には、「損失補償債務等に係る一

般会計等負担見込額の算定に関する基準」中、第二・二・3・(8)・ハに基づき算定した

額（当該調整額のみ）を記入してください。③欄については、①と②の額を合算したも

のが自動計算され、当該額が「純資産Ｆ」欄に自動計上されることとなります。②欄に

金額を記入した場合には、その具体的内容等を備考欄に記入してください。 

    ※ 林業公社においては「損失補償債務等に係る一般会計等負担見込額の算定に関す

る基準」中、第二・四・2に留意してください。 

  ⑩ 損失補償を付している地方公共団体からの借入金 

    損失補償を付している地方公共団体（他の地方公共団体含む）からの借入金（長期・短

期合算）を記入してください。 

※ 本欄の数値に、地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則（以下「規則」

という。）第 14条第３号に掲げる貸付金（いわゆるオーバーナイト）及び規則附則

第３条の貸付金（いわゆる単コロ）の額を含めないようにしてください。 

    ※ 損失補償を付している地方公共団体の貸付金が一般財源等であるとき又は地方債

を財源としている場合であって将来負担比率の算定において当該地方債の償還金を

特定財源として算入していないときに限る。 

  ⑪ 修正後純資産 

    記入不要です（書式が設定されているので上書きしないでください）。 

⑫ 要償還債務額 

    ⑩を除く借入金総額を記入してください。 

 (4) その他の記入箇所 

    (3)までの必要事項を記入すると、該当する法人区分のマトリクス表に判定結果が表示

されます。自動表示される判定結果を踏まえて最終評価を行ってください。 

  ① マトリクス表左下の「ハ 格付方式」 

    該当する場合は、表示されるコードから選択してください（該当しない場合は記入不要

です）。 

  ② マトリクス表左下の「最終評価」 

    記入不要です（書式が設定されているので上書きしないでください）。 

    ※ ただし、格付けを取得している場合は書式の解除が必要となる場合もあります。 

  ③ 算入率 

    算入率を直接記入してください。 

  ④ 欄外 

    対象となる地方公共団体名（市区町村の場合は都道府県名から記入）、当該都道府県財

政または市町村担当課に係る課（室）名・担当者名・電話（直通）・E－mailを記入して

ください。 

  

 

 

 

 



- 44 - 

 

４⑥Ｇ表 受益権を有する信託に係る一般会計等負担見込額 

 

１ 本様式は、受益権を有する信託に係る一般会計等負担見込額を算定するものです。 

各地方公共団体ごとに「４⑥Ｇ表-ア」、「４⑥Ｇ表-イ」及び「４⑥Ｇ表-ウ」を作成して

ください（各地方公共団体ごとに別ファイルでそれぞれ作成してください）。「４⑥Ｇ表-

イ」及び「４⑥Ｇ表-ウ」については、信託契約ごとに１シート作成してください。 

  

 ２ 「４⑥Ｇ表-ア」 

 （１） 欄外に都道府県名・市区町村名・地方公共団体コード（半角６桁）を記入してくださ

い。 

 （２） 「１ 信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成十八年法律第百九号）

による改正前の信託法（大正十一年法律第六十二号）（「旧信託法」）に基づく信託」及

び「２ 信託法（平成十八年法律第百八号）（「新信託法」）に基づく信託（３を除く）」

については、備考欄以外の全てのセルについて、個票とのリンクにより自動計算されるた

め、記入不要です。 

        特に記入すべき事項がある場合には備考欄に記入いただき、その他の欄についても、個

票の内容が適切に反映されていることを必ず確認してください。    

 （３） 「３ 信託の目的である建物の建設若しくは土地の造成が完了していないもの又は完

了後から３年を経過していないもの」については、３（６）に掲げる手法による資産の評

価になじまない一方、一般的には、建設又は造成に要する費用に見合う資産形成がなされ

るものと想定されることから、一般会計等負担見込額を０とすることができることとさ

れています。このため、当該要件を満たすことが明確となるよう、備考欄に完了（予定）

年度を必ず明記してください。 

    ただし、信託財産の状況等から判断して、一般会計等負担見込額を０とすることが不適

当である場合は、この限りではありませんので、該当の場合には、２も参考に一般会計等

負担見込額を算出し、算出過程が分かるよう任意様式により資料を作成の上、提出してく

ださい。 

 

３ 「４⑥Ｇ表-イ」 

（１） 「４⑥Ｇ表-イ」には、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成十八

年法律第百九号）による改正前の信託法（大正十一年法律第六十二号）（以下「旧信託法」

という。）に基づく信託について、信託契約ごとにシートを分けて記入してください。 

 （２） 欄外直接記入箇所 

   ① 「信託事業名」には、信託契約書や予算書等を参考に事業名を記入してください。 

   ② 「受託者」には、信託契約における受託者を記入してください。 

   ③ 「信託契約の期間」には、信託契約の期間を「S62.4.1～H31.3.31」等の形で記入して

ください。 

 （３） 「１．信託財産の状況」のうち直接入力箇所 

   ① 「負債の額(1)」には、当該信託に係る当該年度の前年度の末日における貸借対照表そ

の他の信託財産の状況を明らかにする書類（以下「貸借対照表等」という。）における

負債の額を記入してください。 
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   ② 「当該団体からの借入金(2)」には、当該信託の受益者である地方公共団体（以下「当

該団体」という。）からの借入金のうち令和３年度以降に返済するもの（複数ある場合

はその合計額）を計上しますが、様式下部の「受益権を有する信託の負債の内訳」のう

ち「当該団体からの借入金の内訳」の合計額が自動表示されるため、当該欄に内訳ごと

の明細を記入して下さい。 

   ③ 「当該団体損失補償等履行債務(3)」には、損失補償又は保証をしていた信託に係る債

務が、その損失補償又は保証の履行後においても当該信託に係る貸借対照表等の負債

に引き続き計上されているときに限り、当該計上されている額を上限として当該損失

補償又は保証に係る債務の履行に要する経費の支出予定額を記入します。損失補償又

は保証をしていた当該信託に係る債務が貸借対照表等に計上されていないときは、当

該支出予定額を計上しませんので注意してください。 

   ④ 「当該団体債務引受履行債務(4)」には、債務引受を行った当該信託に係る債務が、そ

の債務引受の履行後においても当該信託に係る貸借対照表等の負債に引き続き計上さ

れているときに限り、当該計上されている額を上限として当該引き受けた債務の履行

に要する経費の支出予定額を記入します。債務引受を行った当該信託に係る債務が貸

借対照表等に計上されていないときは、当該支出予定額を計上しませんので注意して

ください。 

   ⑤ 「現金及び預金(6)」には、貸借対照表等における現金及び預金に計上されている額を

記入してください。 

   ⑥ 「債権(7)」には、貸借対照表等における資産に計上されている有価証券及び未収金等

の金銭債権の額（当該資産に係る引当金の額を除く。）を計上しますが、様式下部の「受

益権を有する信託の負債の内訳」のうち「債権の内訳」の合計額が自動表示されるため、

当該欄に内訳ごとの明細を記入して下さい。 

   ⑦ 「その他の資産の評価額(8)」には上記以外の当該信託に係る資産の評価額を計上しま

すが、様式下部の「受益権を有する信託の負債の内訳」のうち採用した手法に応じた「そ

の他の資産の評価額」が自動表示されます。 

   ⑧ 「(10)」には、当該信託に係る信託財産の状況に鑑みた一般会計等負担見込額が自動

表示されますが、当該額を基に信託契約の内容を勘案して、最終的な一般会計等負担見

込額を算出することとなります。 

（４） 「２．当該団体に対する費用補償請求を排除・制限する別段の定めの有無とその内容」 

   旧信託法に基づく信託については、当該団体に対する費用補償請求（信託事業の実施に

要する費用や事業の実施により受託者に生じた損害等について、受益者に対して補償を

求めることをいいます。）が明示的に排除又は制限がされていない限り、上記（３）⑧の

信託財産の状況に鑑みた一般会計等負担見込額を最終的な一般会計等負担見込額としま

す。 

   このため、信託行為に費用補償請求を明示的に排除又は制限する別段の定めがある場

合には「有」を選択の上、その内容について、算定に資するよう具体的に記載してくださ

い。また、そのような定めがない場合には、「無」を選択して下さい。 

（５） 「３．２を勘案した一般会計等負担見込額」 

   上記のとおり、信託行為に費用補償請求を明示的に排除又は制限する別段の定めがな

い場合には、（３）⑧の額を、費用補償請求への明示的な排除や制限がある場合には、（３）

⑧の額に、当該別段の定めの定めるところにより調整を行って得た額を記入してくださ

い。 
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   なお、一般会計等負担見込額がマイナスとなった場合には、０と記入してください。 

（６） 様式下部「受益権を有する信託の負債の内訳」のうち「その他の資産の評価額」 

   信託に係る資産のうち、「現金及び預金(6)」及び「債権(7)」を除いた、信託事業の用

に供されているものと考えられる資産については、以下のいずれかの手法を用いてその

評価額を算出してください。なお、必ずいずれか１つの手法を選択することとし、採用し

ない手法については、該当する項目に何も記載をしないようにしてください。 

①「不動産鑑定士による鑑定評価額」 

  令和３年度における不動産鑑定士による鑑定評価額又は平成 30 年度から令和３年

度まで（前３ヶ年度内）の最後の不動産鑑定士による鑑定評価額に合理的な調整を行

って算した額を評価額としますので、当該額を「その他の資産の評価額」へ記入して

ください。 

 不動産鑑定士による鑑定評価額と鑑定を行った年月日、最終的な評価額が明確にな

るように記入をしてください。 

② 「② 以下の算式により算定した額」 

  信託事業の用に供されていると考えられる資産について、当該事業の収益をもとに

資産の評価額を算出します。 

  「信託利益金の額」には、損益計算書その他の信託財産の状況を明らかにする書類

により計算される期中の収益の合計額から費用の合計額を控除した額又は期中の利

益の合計額から損失の合計額を控除した額について、平成 30 年度から令和３年度の

額をそれぞれ記入してください。なお、災害その他やむを得ない事情がある場合には、

特定の年度の数値を用いないこととすることも許容しますが、その場合には、当該扱

いをする理由が明確になるように記載してください。 

  「資産の還元利回り(％)」には、対象となる資産及び当該信託に係る資産の投資対

象としての流動性、管理の難易、資産としての安全性等を相互に比較考量して定める

「還元利回り」（小数第１位未満を四捨五入した百分率）を記入して下さい。なお、

還元利回りについては、一般財団法人日本不動産研究所が公表する利回りを標準とす

ることとしますが、当該信託の受託者からの情報も踏まえ、当該信託事業の特性や地

域の実情に応じて最終的に設定することとします。 

  最終的な「その他の資産の評価額」については、記入した信託利益金の額や還元利

回りに応じて自動表示されます。 

③ なお、以上の手法により資産の評価額を算定し難い特別の事情がある場合において

は、その他の資産の評価手法として合理的と認められるものにより算定した額とする

ことも許容することとしますが、その場合には、当該特別の事情及び具体的な算定手

法が明確となるように、「③ ①、②の額を算定し難い特別の事情がある場合の算定額」

の欄に記入をしてください。 

 

４ 「４⑥Ｇ表-ウ」 

（１） 「４⑥Ｇ表-ウ」には、信託法（平成十八年法律第百八号）（以下「新信託法」という。）

に基づく信託（２（３）に記載したものを除く）について、信託契約ごとにシートを分け

て記入してください。 

（２） 欄外直接記入箇所 

    ３（２）と同様に記載をしてください。 
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 （３） 「１．当該団体に対する費用補償請求を認める信託法第 48条第 5項の合意の有無とそ

の内容」 

    新信託法に基づく信託については、費用補償請求を認める信託法第 48条第 5 項の合意

がない場合、当該団体は信託財産の範囲内においてのみ責任を負うものと考えられるた

め、信託財産の状況に関わらず最終的な一般会計等負担見込額を０とすることとされて

います。 

    なお、当該合意が存在する場合には、「有」を選択の上、その内容について、算定に資

するよう具体的に記載してください。当該合意がない場合には、「無」を選択して下さい。 

（４） 「２．信託財産の状況」及び様式下部「受益権を有する信託の負債の内訳」 

    ３（３）及び（６）と同様に記載をしてください。 

    なお、（３）において、「無」を選択した場合には、記入は不要です。 

（５） 「３．１を勘案した一般会計等負担見込額」 

上記（３）のとおり、費用補償請求を認める合意がない場合には、０を、当該合意が存

在する場合には、信託財産の状況に鑑みた一般会計等負担見込額に、当該合意の内容に

従い調整を行って得た額を記入してください。 

なお、一般会計等負担見込額がマイナスとなった場合には、０と記入してください。 

 

４⑥Ｈ表 設立法人以外の者に対する貸付金に係る一般会計等負担見込額 

 

※ ４⑥Ｈ表-アについては、エクセルファイル「４⑥Ｈ表.xls」を作成した上で、「健全化

判断比率に関する算定様式（算定様式）.xls」のシート「４⑥Ｈ表」中、薄黄色セルに必要

事項を転記してください。  

 

※ 当該算定における「特定短期貸付金」とは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律施

行規則第 14条第３号に掲げる貸付金（短期貸付金）のうち、その償還財源に、貸付けの相

手方である設立法人以外の者（受益権を有する信託の受託者を除く。以下同じ。）が当該地

方公共団体以外の者から借入れを行った借入金（当該借入金の償還財源として、当該年度

に、当該年度内に償還すべきものとして当該地方公共団体の一般会計等から当該設立法人

以外の者に対して貸付金の貸付けを行った、又は行う見込みがあるものに限る。）が充てら

れたもの（いわゆる「オーバーナイト」）をいいます。 

※ 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則附則第３条の貸付金（いわゆる「単コ

ロ」）に係る一般会計等負担見込額の算定については、特定短期貸付金に係る一般会計等負

担見込額の例によるものとされています。このため、当該貸付金についても本様式において

算定を行うこととし、当該貸付金及び特定短期貸付金を合わせて、以下「特定短期貸付金等」

ということとします。 

 

 １ 算定様式の種類 

   記入が必要な表は「４⑥Ｈ表－ア」と「４⑥Ｈ表－イ」の 2種類になります。 

 (1) 各地方公共団体ごとに「４⑥Ｈ表－ア」及び「４⑥Ｈ表－イ」を作成してください（別

ファイルでそれぞれ作成してください）。 

 (2) 「４⑥Ｈ表－イ」については、１法人につき１シート作成してください。 
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※ ただし、１法人に対して、１地方公共団体が複数の特定短期貸付金等の貸付けを行

っている場合には、それぞれシートを作成してください。 

  

２ 記入必要箇所 

   記入が必要な箇所は白抜きになっています。水色で網掛けされている箇所は記入不要で

す（書式、関数が設定されていますので上書きを行わないでください）。 

   ※ 行及び列の追加・削除等様式の追加調製は厳に謹んでください。 

  

 ３ 記入単位 …数値については、全て半角で記入してください。 

 (1) 記入する金額単位は全て千円単位となります（千円未満は四捨五入）。 

 (2) 算入率、預託金の減少率等は％表示で小数点第 1 位未満を四捨五入（整数表示で小数点

第 3位未満を四捨五入）して記入してください。 

   

 ４ 「４⑥Ｈ表－ア」の記入要領 

 (1) 欄外 

   都道府県名・市区町村名・地方公共団体コード（半角 6桁）を記入してください。 

 (2) 標準評価方式 

   全てのセルについて､個票とのリンクにより自動計算になっていることから記入不要です。 

   ただし、個票の内容が適切に反映されていることを必ず確認してください。 

 (3) 個別評価方式 

  ① 資産債務個別評価方式 

    特定短期貸付金等の貸付けの相手方である法人（以下「対象法人」といいます。）の法

人名、特定短期貸付金等に係る一般会計等負担見込額及び特定短期貸付金等の額を記入

し、特定短期貸付金等の種類及び法人形態を「選択コード」を参照の上、表示されるコー

ドから選択してください。 

    ※ 当該対象法人の債務の総額から当該対象法人の所有する資産の時価による価額の

合算額を控除した額及び特定短期貸付金等に係る債務の額については、その算出過

程について任意様式により資料を作成の上提出してください。 

  ② 経営計画個別評価方式 

    対象法人の法人名、特定短期貸付金等に係る一般会計等負担見込額及び特定短期貸付

金等の額を記入し、特定短期貸付金等の種類及び法人形態を「選択コード」を参照の上、

表示されるコードから選択してください。 

    ※ 特定短期貸付金等に係る一般会計等負担見込額の算出過程について任意様式によ

り資料を作成の上提出してください。 

(4) 制度融資等における特定短期貸付金等 

   制度融資等の名称、預託金等の額のうち特定短期貸付金等の額及び預託金の減少率等を

記入し、特定短期貸付金等の種類及び法人形態を「選択コード」を参照の上、表示されるコ

ードから選択してください。 

   ※ 預託金等の額のうち特定短期貸付金等の額には、制度融資の原資として地方公共団

体が金融機関等に預託を行っている場合において、当該預託金のうち、特定短期貸付

金等により行われているものの金額等を記載してください。 

   ※ 預託金の減少率は、金融機関等が行う融資に損失が発生したこと等により、当該年度

の前年度において当該金融機関等から返還された預託金の額が、当該地方公共団体
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が預託を行った額を下回った場合における当該下回った額を当該地方公共団体が預

託を行った額で除して得た値とします。なお、当該年度の前年度において一般会計等

負担見込額の算定に影響が生じる特殊な事情がある場合には、当該年度の前年度よ

り前の合理的な範囲内の期間における預託金の減少率に相当する率の平均等を用い

ることができます。 

 (5) その他の形態の特定短期貸付金等 

対象法人の法人名、特定短期貸付金等に係る一般会計等負担見込額及び特定短期貸付金

等の額を記入し、特定短期貸付金等の種類及び法人形態を「選択コード」を参照の上、表示

されるコードから選択してください。 

なお、法人格を有しない者に対し特定短期貸付金等の貸付けを行っている場合は、法人

形態コード「16」を選択の上、当該項目へ記入してください。 

   ※ 特定短期貸付金等に係る一般会計等負担見込額（過去の実績に基づき合理的と考え

られる手法で算定した額）の算定過程について、任意様式により資料を作成の上提出し

てください。 

  

 ５ 「４⑥Ｈ表－イ」の記入要領 

 (1) 直接記入箇所（金額以外） 

  ① 地方公共団体コード…6桁で記入してください（半角で記入してください）。 

  ② 地方公共団体名…市区町村の場合は都道府県名から記入してください。 

  ③ 対象法人の法人名…「(株)、株式会社、(有)、有限会社」等の記入は不要です。名称の

み全角で記入してください。 

  ④ 適格格付機関の依頼格付…該当がある場合は全角で格付を記入してください。 

  ⑤ 適格格付機関の依頼格付以外の格付…以下について、該当がある場合は全角でその格

付を記入してください。 

   ・株式会社格付投資情報センター 中堅企業格付 

   ・スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズ 日本ＳＭＥ格付け 

   ・株式会社日本格付研究所 ＪＣＲ中堅・中小企業格付 

 (2) 選択コード記入箇所 

   「選択コード」を参照の上、表示されるコードから選択してください。 

    法人形態、法人区分、適用会計基準、財務諸表の確認状況、販売用土地の評価、未売出

土地の評価、減損会計等の適用状況、会計年度（決算期）、財務諸表の作成状況、法人の

設立状況、特定短期貸付金等の種類、依頼格付の取得有無、財政的支援の状況、格付会社、

適格格付機関以外の依頼格付 

  ※ 法人形態、適用会計基準、財務諸表の確認状況、販売用土地の評価、未売出土地の評価、

会計年度については、備考欄への記入が必要な場合はその内容を記入してください。 

 (3) 直接記入箇所（金額）…該当が無い場合はゼロを記入してください。 

  ① 特定短期貸付金等の額 

    本様式により算定を行う地方公共団体（以下「当該団体」といいます。）が設立法人以

外の者に対して貸付けを行った特定短期貸付金等の額を記入してください。 

  ② うち、年度末に損失補償付債務を原資として返済された額 

    ①の特定短期貸付金等の額のうち、年度末に損失補償付債務を原資として返済された

額を記入してください。 
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    ※ 地方公共団体における損失補償付債務額は、４⑥F表において将来負担額として計上

されるものであるため、本様式での算定からは控除するものです。 

③ 信用補完実行見込額 

    信用補完措置がある場合は金額を記入の上、その具体的内容（内容、金額の算出方法、

資産の所有者等）を左下の該当箇所に記入してください。 

④ 対象となる特定短期貸付金等の額 

  記入不要です（書式が設定されているので上書きしないでください）。 

⑤ 経常損益 

   ・会社法法人 

    損益計算書の経常利益又は経常損失を記入してください。 

   ・一般社団法人及び一般財団法人（旧公益法人会計基準を適用している場合） 

    正味財産増減計算書の当期正味財産増減額を記入してください。 

   ・一般社団法人及び一般財団法人（新公益法人会計基準を適用している場合） 

    正味財産増減計算書の一般正味財産増減の部の当期経常増減額を記入してください。 

   ・その他の法人 

    損益計算書がある場合は経常利益又は経常損失を記入してください。損益計算書がな

い場合には、それに準じたものを適宜記入してください。 

   ※ 林業公社においては「設立法人以外の者に対する貸付金に係る一般会計等負担見込

額の算定に関する基準」（平成 29 年総務省告示第 104 号）中、第二・四・2 に留意し

てください（必要に応じ修正後の金額を記入してください）。 

  ⑥ 補助金等 

    算定様式中「○ 「補助金等Ｂ」欄に計上する補助金等の財政援助の額の算定等」につ

いて、①欄には、地方公共団体（当該団体以外の地方公共団体も含みます。）からの補助

金等の財政援助に係る金額を記入してください。②欄には、それらのうち、「設立法人以

外の者に対する貸付金に係る一般会計等負担見込額の算定に関する基準」中、第二・二・

3・(8)・ロ(イ)～(ハ)までに該当するものを記入してください。③欄については、①から

②の額を控除したものが自動計算され、当該額が「補助金等Ｂ」欄に自動計上されます。

なお、②欄に金額を記入した場合には、その具体的内容等を備考欄に記入してください。  

⑦ 修正後経常損益 

    記入不要です（書式が設定されているので上書きしないでください）。 

  ⑧ 減価償却費 

    減価償却費を記入してください。 

  ⑨ 減価償却前修正後経常損益 

    記入不要です（書式が設定されているので上書きしないでください）。 

  ⑩ 純資産 

    算定様式中「○「純資産Ｆ」欄の額の算出方法を具体的に記載（計算方法等）」につい

て、①欄には、貸借対照表における純資産（資本合計）の額を記入してください。なお、

会社法法人は純資産額、一般社団法人及び一般財団法人は正味財産額、その他の法人は資

本合計額を記入してください。②欄には、「設立法人以外の者に対する貸付金に係る一般

会計等負担見込額の算定に関する基準」中、第二・二・3・(8)・ハに基づき算定した額（当

該調整額のみ）を記入してください。③欄については、①と②の額を合算したものが自動
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計算され、当該額が「純資産Ｆ」欄に自動計上されることとなります。②欄に金額を記入

した場合には、その具体的内容等を備考欄に記入してください。      

※ 林業公社においては「設立法人以外の者に対する貸付金に係る一般会計等負担見

込額の算定に関する基準」中、第二・四・2に留意してください。 

  ⑪ 当該団体からの借入金 

    当該団体からの借入金（長期・短期合算）を記入してください。 

  ※ 当該団体の貸付金の財源が一般財源等であるとき又は地方債を財源としている場

合であって将来負担比率の算定において当該地方債の償還金を特定財源として算入

していないときに限り記入してください。 

    ※ 本欄の数値に算定対象となっている特定短期貸付金等の金額は含めないようにし

てください。 

  ⑫ 修正後純資産 

    記入不要です（書式が設定されているので上書きしないでください）。 

⑬ 要償還債務額 

    ⑪を除く借入金総額を記入してください。 

 (4) その他の記入箇所 

    (3)までの必要事項を記入すると、該当する法人区分のマトリクス表に判定結果が表示

されます。自動表示される判定結果を踏まえて最終評価を行ってください。 

  ① マトリクス表左下の「ロ 格付方式」 

    該当する場合は、表示されるコードから選択してください（該当しない場合は記入不要

です）。 

  ② マトリクス表左下の「最終評価」 

    記入不要です（書式が設定されているので上書きしないでください）。 

    ※ ただし、格付けを取得している場合であって、当該格付に基づき、特定短期貸付金

に係る債務を債務区分に分類する場合には、書式の解除を行い、判定を直接手入力し

てください。 

  ③ 算入率 

    算入率を直接記入してください。 

  ④ 欄外 

    当該団体の地方公共団体名（市区町村の場合は都道府県名から記入）、当該都道府県財

政または市町村担当課に係る課（室）名・担当者名・電話（直通）・E－mailを記入して

ください。 

 

留意事項 

    基金から設立法人以外の者に対して特定短期貸付金等の貸付けを行っている場合であ

って、当該額が地方債の償還額等に充当可能な基金として４⑧表の「現金・預金(2)」に

計上されている場合には、貸付先の法人等の経営状況に応じて適切に算定された額を、４

⑧表の「その他(6)」の「うち貸付金(7)」に区分して計上してください（P.55「地方債の

償還額等に充当可能な基金」にも同様の記述をしています。）。 
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４⑦表 組合の連結実質赤字額に係る負担見込額 

 

 ※ 組合には地方開発事業団を含みます。 

 ※ 記入にあたっては、組合の加入団体間で計算上の齟齬がないよう調整してください。 

 １ 加入団体間で連結実質赤字のあん分方法が取り決められている組合 

  (1) 「組合名(1)」には、加入団体間に連結実質赤字のあん分方法について取決めのある場

合にのみ、加入している組合の名称を記入してください。 

  (2) 「会計名(2)」には、当該組合に設置されているすべての会計の名称を記入してくださ

い。 

  (3) 「実質赤字（黒字）額・資金不足（剰余）額(3)」には、会計ごとの実質赤字額（資金

不足額）※を負の値で、実質黒字額（資金剰余額）を正の値で記入してください。 

   ※ 会計ごとの実質赤字額（資金不足額）や実質黒字額（資金剰余額）は、その会計区分

に応じ、当該組合の会計が公営企業会計である場合は、２①表「公営企業会計に係る資

金不足額等」の「(8)資金不足額・剰余額」の額を記入し、また、当該組合の会計が公

営企業会計以外である場合は、１①表「一般会計等に係る実質収支額」又は１②表「一

般会計等以外の特別会計のうち公営企業に係る特別会計以外の特別会計に係る実質収

支額」の「実質収支額(11)」の額を記入してください。 

  (4) 「連結実質赤字額(4)」が 0以下の場合（連結実質赤字額がない場合）は、当該組合に

ついては「取決め内容(5)」～「理由(8)」を記入する必要はありません。 

  (5) 「取決め内容(5)」には、連結実質赤字のあん分方法についての加入団体間での取決め

内容と「負担額(6)」の額の算出過程を記入してください。 

  (6) 「負担額(6)」には、「実質赤字（黒字）額・資金不足（剰余）額(3)」が実質赤字額（資

金不足額）である場合には、取り決められているあん分方法によって自団体の負担となる

額を正の値で、実質黒字額（資金剰余額）である場合には、当該あん分方法によって自団

体に配分される額を負の値で記入してください。 

   ※ 組合に連結実質赤字額がある場合であっても（つまり(4)欄が正の値であっても）、

自団体の「負担額(6)」の合計値や「一般会計等負担額(7)」の合計値がそれぞれ負の値

となる場合は、当該組合に係る自団体の負担額は「0」となります。 

  (7) 「一般会計等負担額(7)」には、「負担額(6)」のうち一般会計等の負担額を記入してく

ださい。 

  (8) 「理由(8)」は、「負担額(6)」のうち「一般会計等負担額(7)」に一般会計等の負担額

を限定した理由を記入してください。 

  

 ２ 加入団体間で連結実質赤字のあん分方法が取り決められていない組合（地方開発事業団

を除く。） 

  (1) 「組合名(9)」には、加入している組合の名称を記入してください（加入団体間に連結

実質赤字のあん分方法について取り決めのない場合のみ）。 

  (2) 「会計名(10)」には、当該組合に設置されているすべての会計の名称を記入してくださ

い。 

  (3) 「実質赤字（黒字）額・資金不足（剰余）額(11)」には、会計ごとの実質赤字額（資金

不足額）を負の値で、実質黒字額（資金剰余額）を正の値で記入してください。 

  (4) 「連結実質赤字額(12)」が 0以下の場合（連結実質赤字額がない場合）は、当該組合に

ついては「構成団体(13)」～「理由(18)」を記入する必要はありません。 



- 53 - 

 

  (5) 「構成団体(13)」には、各会計について負担金を拠出している構成団体名を記入してく

ださい。※自団体を最初に記入してください。 

    （構成団体が 3団体を超える場合は、2団体目に「前年度負担金(14)」が最も多い団体

名（自団体を除く）を、3団体目に「その他の団体」と記入してください。） 

  (6) 「前年度負担金(14)」には、各会計について各構成団体が令和３年度において拠出した

負担金の額を記入してください。 

    （「その他の団体」と記入した場合は、自団体と 2団体目に記入した団体以外のその他

の団体の負担金の合計額を記入してください。） 

  (7) 「前年度の負担割合(15)」には、各会計について各構成団体が令和３年度において拠出

した負担金の合計額に占める自団体が拠出した負担金の割合が表示されます。 

  (8) 「負担額(16)」は、「実質赤字（黒字）額・資金不足（剰余）額(11)」が実質赤字額（資

金不足額）の場合には正の値、実質黒字額（資金剰余額）の場合には負の値となります。 

  ※ 組合に連結実質赤字額があっても（(12)欄が正の値であっても）、自団体の「負担額(16)」

の合計値や「一般会計等負担額(17)」の合計値がそれぞれ負の値となる場合は、当該組合

に係る負担額は「0」となります。 

  (9) 「一般会計等負担額(17)」には、「負担額(16)」のうち一般会計等の負担額を記入して

ください。 

  (10) 「理由(18)」には、「負担額(16)」のうち「一般会計等負担額(17)」に一般会計等の

負担額を限定した理由を記入してください。 

  

 ３ 加入団体間で連結実質赤字のあん分方法が取り決められていない地方開発事業団 

  (1) 「地方開発事業団名(19)」には、自団体が加入している地方開発事業団の名称を記入し

てください（加入団体間に連結実質赤字のあん分方法について取り決めのない場合のみ）。 

  (2) 「事業名(20)」には、当該地方開発事業団が行っている事業名を記入してください。 

  (3) 「実質赤字（黒字）額・資金不足（剰余）額(21)」には、事業ごとの実質赤字額（資金

不足額）を負の値で、実質黒字額（資金剰余額）を正の値で記入してください。 

  (4) 「連結実質赤字額(22)」が 0以下の場合（連結実質赤字額がない場合）は、当該地方開

発事業団については「事業の委託団体(23)」～「理由(26)」を記入する必要はありません。 

  (5) 「事業の委託団体(23)」には、当該事業を委託した地方公共団体名を記入してください。 

  ※ 自団体を最初に記入してください。 

     （構成団体が 3団体を超える場合は、2団体目に「負担額(24)」が最も多い団体名（自

団体を除く）を、3団体目に「その他の団体」と記入してください。） 

  (6) 「負担額(24)」には、「実質赤字（黒字）額・資金不足（剰余）額(21)」が実質赤字額

（資金不足額）の場合には、自団体の負担となる額を正の値で、実質黒字額（資金剰余額）

の場合には、自団体に配分される額を負の値で記入してください。 

  ※ 地方開発事業団に連結実質赤字額があっても（(22)欄が正の値であっても）、「負担額

(24)」の合計値や「一般会計等負担額(25)」の合計値がそれぞれ負の値となる場合は、当

該組合に係る負担額は「0」となります。 

  (7) 「一般会計等負担額(25)」には、「負担額(24)」のうち一般会計等の負担額を記入して

ください。 

  (8) 「理由(26)」には、「負担額(24)」のうち「一般会計等負担額(25)」に一般会計等の負

担額を限定した理由を記入してください。 
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 ４ 将来負担額 

  ・ 「将来負担額(27)」には、「一般会計等負担額」に係る(7)欄、(17)欄及び(25)欄の合

計額が自動表示されます。 

  

 

４⑧表 地方債の償還額等に充当可能な基金 

  

算定時点 令和４年 3月 31日 

    （ただし、出納整理期間の定めのある会計との間で算定時点までに支出負担行為を行っ

た上で、出納整理期間内に行った繰入れ（積立て）及び繰出しについては、算定時点の

現在高に含めてください。） 

  

 １ 本様式には、地方自治法第 241条の基金について、その種類（算定様式の縦軸）や保管形

態（算定様式の横軸）により区分し、それぞれの現在高を計上してください。 

 (1) 「減債基金」には、満期一括償還地方債の償還のための積立額を含めた基金の実現在高

を計上してください。 

 (2) 「災害救助基金」には、その名称を問わず、「災害救助法」（昭和 22 年法律第 118 号）

第 22条に定める災害救助基金を回答してください。 

 (3) 「財政安定化基金（後期高齢者医療制度）」には、その名称を問わず、「高齢者の医療

の確保に関する法律」（昭和 57年法律第 80号）第 116条に定める財政安定化基金を回答し

てください。 

 (4) 「財政安定化基金（介護保険制度）」には、その名称を問わず、「介護保険法」（平成

9年法律第 123号）第 147条に定める財政安定化基金を回答してください。 

 (5) 法律又は政令の規定により、法第 2条 4号イの地方債の償還額又はロからヘまでの額に

充てることができないと認められる基金は、「充当可能基金から除かれるべき基金」に回答

してください。（例）合併市町村振興基金 等 

  ※ 法律又は政令に基金の設置根拠があるものを、地方債の償還等に充当することができ

ると取り扱うのは不適当であるとの考えに基づくものです。よって、国等の補助要綱など

を根拠とする基金については、その造成原資に下記２の補助金等が充てられていたとし

ても、本様式においては、充当可能基金として取り扱います。 

  

 ２ 「現金・預金(2)」及び「国債・地方債・政府保証債等(4)」に計上した額のうち、当該基

金の原資に、国及び他の地方公共団体からの補助金、交付金その他これに類するもの（補助

金等）が充てられているため、算定時点（令和３年度末時点）において当該基金を廃止する

ものと仮定した場合に、当該国等に返還する必要がある額については、「うち要返還額(3)・

(5)」に、「現金・預金(2)」及び「国債・地方債・政府保証債等(4)」の内数として計上し

てください。 

  ※ 充当可能基金から除かれる災害救助基金等については、要返還額を記入する必要はあ

りません。 

  

 ３ 「国債・地方債・政府保証債等(4)」には、国債、地方債及び政府保証債のほか、金銭信

託又は貸付信託で元本が確実に保証される有価証券も含みます。 
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 ４ 「その他(6)」には、当該基金のうち、貸付金や不動産など「現金・預金(2)」及び「国債・

地方債・政府保証債等(4)」以外の財産に係る現在高を計上してください。 

  

 ５ 「充当可能基金(9)」には、「現金・預金(2)」及び「国債・地方債・政府保証債等(4)」

の合計額（「うち要返還額(3)・(5)」の控除後の額）が計上されます。 

   また、「充当可能基金(9)」の右欄には、（構成比）として「小計」に対する、各基金の

「充当可能基金(9)」の額の割合が自動表示されます。 

 

留意事項 

１ 自団体が設置する会計に対して、算定時点（3 月 31 日）を越えて基金からの繰替運用又

は貸付けを行っている場合は、当該資金は充当可能基金残高に計上しません。そのため、

「現金・預金(2)」でなく、「その他(6)」の「うち貸付金(7)」に区分して当該貸付額を計

上してください。 

 

２ 基金から設立法人以外の者に対して特定短期貸付金等の貸付けを行っている場合であっ

て、当該額が地方債の償還額等に充当可能な基金として計上されている場合には、貸付先の

法人等の経営状況に応じて適切に算定された額を、「その他(6)」の「うち貸付金(7)」に区

分して計上してください（P.48「設立法人以外の者に対する貸付金に係る一般会計等負担見

込額」にも同様の記述をしています。）。 

  

 ３ 貴管内の財産区に係る基金を自団体の条例によって設置している場合であっても、当該

財産区等は自団体とは異なる法人格を持つ地方公共団体ですので、当該基金は、本様式の対

象とはなりませんので留意してください。 

  

 ４ 「うち要返済額(3)・(5)」については、国等に返還すべき額を区分できる場合はその額を、

区分できない場合は、これまで積み立てられた独自財源と補助金等の比によりあん分し、当

該返還すべき額を計上してください。 

  

 ５ 算定要領１(2)～(4)の基金は、法律上、都道府県が設置する基金ですので、市区町村にお

いては、当該欄は空欄としてください。 

  

  

４⑨Ａ～Ｃ表 地方債の償還額等に充当可能な特定の歳入見込額 

  

 １ 本様式には、地方債の償還額等に充てることができる特定の歳入の見込額を、以下の(1)

～(5)までの区分に応じて、それぞれの算定方法により記入してください。 

   なお、本様式の対象となる「特定の歳入」とは、当該特定の歳入の充当先となる地方債の

元金償還金等との間に相当の因果関係（例えば、公営住宅の建設に係る地方債の償還と当該

公営住宅の賃貸料など）を持ち、かつ、当該元金償還金等に充当することが制度的に予定さ

れているものをいい、一般財源に対する、単なる「特定財源」ではないことに注意してくだ

さい。 
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   したがって、通常、一般財源等として扱われる財源や使用料・手数料であっても、運営費

や利払いに充てられていると認められるものについては、特定の歳入とはならないことに

注意してください。 

  

（４⑨Ａ表） 

 (1) 国庫支出金等 

  ① 「国庫支出金等の名称(1)」には、③「地方債の現在高等(2)」に対する⑥「地方債の元

金償還金等」に充てることができる国庫支出金、都道府県支出金又は他の地方公共団体か

らの分担金及び負担金（国庫支出金等）の名称を記入してください。 

   ※ 同一の国庫支出金等の充当先が、異なる種類（②イ～ニ）の地方債の現在高等である

場合は、当該種類ごとに別段に（２段目以降は「同上」と）記入してください。 

  ② 「種類」には、③の「地方債の現在高等(2)」の種類ごとに、次の区分によりイ～ニの

記号を記入してください。 

   イ：一般会計等に係る地方債の現在高 

   ロ：債務負担行為に基づく一般会計等の支出予定額 

   ハ：一般会計等以外の特別会計に係る地方債の元金償還額に対する一般会計等からの 

繰入れ見込額 

   ニ：組合が起こした地方債の元金償還額に対する一般会計等の負担等見込額 

  ③ 「地方債の現在高等(2)」には、①の国庫支出金等の充当先となる算定時点における地

方債の現在高等の額を記入してください。 

   ※ ここに計上する地方債の現在高等の額は、将来負担額として算入された額でなけれ

ばなりません。したがって、当該算入額を上回る額を計上しないようにしてください。 

  ④ 「充当が確実である額(3)」には、算定時点において③の地方債の現在高等に充当する

ことが確実と見込まれる国庫支出金等の額を記入してください。 

   ※ 充当することが確実と見込まれる額を客観的に証明できるものに限ります。 

  ⑤ 以降の欄は、充当することが確実と見込まれる額は確定していないが、充当することが

できる国庫支出金等について、地方債の元金償還金等の額に対する当該国庫支出金等の

過去 3 か年度における充当実績額をもとに、地方債の現在高等に対する国庫支出金等の

充当見込額を推計するものです（各年度共通）。 

  ⑥ 「充当実績額」には、②イ～ニに対応する以下の「地方債の元金償還金等」ごとに、そ

れぞれ充当した国庫支出金等の実績額を計上してください。 

   イ：一般会計等に係る地方債の元金償還額 

   ロ：債務負担行為に基づく一般会計等の支出額 

   ハ：一般会計等以外の特別会計に係る地方債の元金償還額に対する一般会計等からの 

繰入額 

   ニ：組合が起こした地方債の元金償還額に対する一般会計等の負担額又は補助額 

  ⑦ 「元金償還金等」には、国庫支出金等を充当した各年度における⑥の地方債の元金償還

金等の額（国庫支出金等の額を含む）を計上してください。 

  ⑧ 「充当率」には、「充当実績額」を「元金償還金等」で除した比率が自動表示されます。 

  ⑨ 「平均充当率(4)」には、過去 3か年度の充当率の平均値（元金償還等の実績がある年

度における平均値ですので、元金償還等の実績が 2 か年度のみである場合は 2 か年度の

平均値）が自動表示されます。 
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  ⑩ 「充当見込上限額(5)」には、「地方債の現在高等(2)」に「平均充当率(4)」を乗じた

結果が自動表示されます。 

  ⑪ 「充当見込額(6)」には、「充当見込上限額(5)」を上限として、今後の国庫支出金等の

収入見込みを勘案した充当見込額を記入してください。 

   ※ 収入する見込みのない額を計上することがないよう注意してください。 

  

 (2) 地方債を財源とする貸付金の償還金 

  ① 「貸付金の償還金の名称(1)」には、法人等に対し地方債を財源として貸付を行った場

合における、当該法人等からの償還金の名称を記入してください（名称がなければ償還金

等を特定できる呼称をつけてください。）。 

    ※ 地方道路公社及び土地開発公社（以下、公社）に対して地方債を財源として貸付を行

っている場合に、当該貸付金に係る地方債残高は、設立団体の将来負担額として捉え、

公社の負債として捉えません。（４⑥Ａ表のＢ②又は４⑥Ｂ表の(2)において、当該年

度以降に返済する借入金は公社の負債から控除することとしています。） 

     公社の負債として捉えなければ、当該貸付金の償還は見込むことはできないので、地

方債を財源とする貸付金に係る公社からの償還金は、「貸付金の償還金の名称(1)」の

対象とはならないので注意してください。 

     （仮に、公社からの償還額を地方債の償還額等に充当可能な特定の歳入として、将来

負担額から控除した場合には、転貸債を起したことによる一般会計等の将来負担が相

殺されてしまうため、公社側でも、設立団体の側でも将来負担が捕捉することができな

くなってしまいます。） 

  ② 「地方債の現在高(4)」には、貸付金の財源とした地方債の算定時点における現在高を

記入してください。 

   ※ ここに計上する地方債の現在高は、将来負担額として算入された額でなければなり

ません。したがって、当該算入額を上回る額を計上しないようにしてください。 

  ③ 「貸付残高(5)」には、算定時点における当該貸付金の現在高を記入してください。 

  ④ 「償還見込額(6)」には、当該法人等からのこれまでの償還実績を勘案した上で将来的

に確実に償還が見込まれる額を記入してください（「地方債の現在高(4)」及び「貸付残

高(5)」を上限とします）。 

   ※ 充当することが確実と見込まれる額を客観的に証明できるものに限ります。 

   ※ 当該貸付金の貸付を受けた者が貸付金の償還に充てるため、地方公共団体が当該貸

付けを受けた者に対して補助金を支出している場合、当該補助金の見込額を当該償還

金から控除し、控除後の額を「償還見込額(6)」に記入してください。  

  ⑤ 「償還見込額が貸付残高を下回る理由(7)」には、法人等からの貸付金に係る償還が停

滞しているなど、償還見込額が貸付残高を下回ることが見込まれる場合の理由を簡潔に

記入してください。 

  

 (3) 公営住宅の賃貸料等 

  ① 「賃貸料・使用料の名称(1)」には、②「地方債の現在高等(2)」に対する「地方債の元

金償還金等」（(1)⑥参照）に充てることができる公営住宅などの行政財産又は公の施設

の賃貸料その他の使用料（公営住宅の賃貸料等）の名称を記入してください。 

   ※ 同一の公営住宅の賃貸料等の充当先が、異なる種類（③イ～ニ）の地方債の現在高等

である場合は、当該種類ごとに別段に（２段目以降は「同上」と）記入してください。 
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  ② 「地方債の現在高等(2)」には、①の公営住宅の賃貸料等の充当先となる算定時点にお

ける地方債の現在高等の額を記入してください。 

   ※ ここに計上する地方債の現在高等の額は、将来負担額として算入された額でなけれ

ばなりません。したがって、当該算入額を上回る額を計上しないようにしてください。 

  ③ 「種類」には、②の「地方債の現在高等(2)」の種類ごとに、次の区分によりイ～ニの

記号を記入してください。 

   イ：一般会計等に係る地方債の現在高 

   ロ：債務負担行為に基づく一般会計等の支出予定額 

   ハ：一般会計等以外の特別会計に係る地方債の元金償還額に対する一般会計等からの 

繰入れ見込額 

   ニ：組合が起こした地方債の元金償還額に対する一般会計等の負担等見込額 

  ④ 以降の欄は、充当することができる公営住宅の賃貸料等について、地方債の元金償還金

等の額に対する当該公営住宅の賃貸料等の過去 3 か年度における充当実績額をもとに、

地方債の現在高等に対する公営住宅の賃貸料等の充当見込額を推計するものです（各年

度共通。記入方法は(1)国庫支出金等の例によってください）。 

  ⑤ ただし、各年度における「充当実績額」は、当該公営住宅の賃貸料等をまずは公営住宅

等の維持管理費に充当した後、その残余がある場合に限り当該残余額を計上することが

でき、当該賃貸料等の全額を算入することができない点に留意してください。 

 

（４⑨Ｂ表） 

 (4) 都市計画税収 

  ① 「４ 都市計画税収」は、③「都市計画事業費(2)」と⑤「都市計画事業に係る地方債の

元金償還金等(4)」の合計額に対する「都市計画税収(1)」の充当率（過去 3か年度の平均

値であり、１を超える場合は１とします。）をもとに、一般会計等における「都市計画事

業に係る地方債の現在高等(8)」に対する都市計画税収の充当見込額を推計するものです

（各年度共通）。 

  ② 「都市計画税収(1)」には、各年度における都市計画税の収入額を、「課税状況調査」

をもとに記入してください。 

  ③ 「都市計画事業費(2) 」には、都市計画税をその費用に充てることができる都市計画事

業及び土地区画整理事業に要する費用で、一般会計等において負担する費用を、以下を参

考に記入してください。 

  

「都市計画事業費」について 

 本様式における「都市計画事業費」とは、地方税法第 702 条第 1 項の規定により都

市計画税をその費用に充てることができる都市計画事業（都市計画法）及び土地区画整

理事業（土地区画整理法）に要する費用（ただし、当該事業の実施のため借り入れた地

方債の元金償還金等の額（下記⑤）及び当該事業終了後の維持管理費等の費用は含めま

せん）で、自団体の一般会計等において負担する費用のすべてをいいます。 

 なお、当該事業費の範囲は、「課税状況調査」の「都市計画税の課税状況等の調」と

同様に以下の費用（いずれも地方債の元金償還金等の額を除く）を含みますので、もれ

なく計上してください。 

※ この「都市計画事業費」を現実の額より少なく計上した場合、都市計画税の充当率

が高く算出されてしまい、その結果、過大な都市計画税収の充当見込額が算出される
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こととなるため、都市計画税を充当することができる事業費をもれなく計上するよ

うに注意してください。 

 ・ 国又は都道府県が実施する当該市区町村の都市計画区域において行われる都市

計画事業又は土地区画整理事業に要する費用の一部として、都市計画法第 75条第

1 項若しくは土地区画整理法第 119 条第 1 項の規定に基づいて市区町村が負担す

る費用の額 

 ・ 他法令の規定により都市計画法第 59条第 4項に規定する認可とみなされる認可

に基づき、実施される事業に要する費用の額 

 ・ 土地区画整理法第 3条に規定する土地区画整理事業のうち、都市計画事業（都市

計画法第 4条第 15項）として行われないものに対する補助金等の額 

  

  ④ 「特定財源(3)」には、③「都市計画事業費(2)」に充てた特定財源（都市計画税を除く）

の額を記入してください。 

   ※ 「特定財源(3)」は、当該特定財源の使途が「都市計画事業費(2)」に限定されるもの

のみ計上し、「元金償還金等(4)」にも充当することができるものは計上しないことに

留意してください。 

  ⑤ 「都市計画事業に係る地方債の元金償還金等(4)」には、都市計画事業に係る以下の「地

方債の元金償還金等」の種類ごとに、次の区分に応じて支出額を記入してください。 

    （いずれも「都市計画事業費(2)」には含まれていない額です。） 

   イ：一般会計等に係る地方債の元金償還額 

   ロ：債務負担行為に基づく一般会計等の支出額 

   ハ：一般会計等以外の特別会計に係る地方債の元金償還額に対する一般会計等からの 

繰入額 

   ニ：組合が起こした地方債の元金償還額に対する一般会計等の負担額又は補助額 

  ⑥ 「合計(5)」には、「都市計画事業費(2)」及び「都市計画事業に係る地方債の元金償還

金等(4)」の合計額から「特定財源(3)」を控除した結果が自動表示されます。 

  ⑦ 「充当率(6)」には、「都市計画税収(1)」を「合計(5)」で除した結果が自動表示され、

また、「平均充当率(7)」には、充当率の 3 か年度の平均値（元金償還等の実績がある年

度における平均値ですので、元金償還等の実績が 2 か年度のみである場合は 2 か年度の

平均値）が自動表示されます。 

  ⑧ 「都市計画事業に係る地方債の現在高等(8)」には、都市計画事業に係る以下の「地方

債の現在高等（既に終了した事業に係るものを含みます。）」の種類ごとに、次の区分に

応じて現在高等の額を記入してください。 

   イ：一般会計等に係る地方債の現在高 

   ロ：債務負担行為に基づく一般会計等の支出予定額 

   ハ：一般会計等以外の特別会計に係る地方債の元金償還額に対する一般会計等からの 

繰入れ見込額 

   ニ：組合が起こした地方債の元金償還額に対する一般会計等の負担等見込額 

   ※ ここに計上する地方債の現在高等の額は、将来負担額として算入された額でなけれ

ばなりません。したがって、当該算入額を上回る額を計上しないようにしてください。 

  ⑨ 「充当見込額(9)」には、「都市計画事業に係る地方債の現在高等(8)」の合計額に「平

均充当率(7)」を乗じた結果が自動表示されます。 

  



- 60 - 

 

留意事項 

 １ 「都市計画事業費(2)」と「元金償還金等(4)」の合計は、実質公債費比率の３③Ｂ表（都

市計画税充当可能額）のＡ（①～⑤の合計）と一致します。 

 

（４⑨Ｃ表） 

 (5) 土地開発公社に対する貸付金の償還金 

   総括表（特定の歳入見込額）「５ 土地開発公社に対する貸付金の償還金」には、４⑥B

表中の「省令第 8条第 5 号に規定する土地の取得のための貸付金の償還金(b)」の額が自動

的に入力されます。 

 (6) 猶予特例債に係る徴収金等 

   「令和３年度に起こした猶予特例債の発行額」には、令和３年度における地方財政法（昭

和 23 年法律第 109号）第 33 条の５の 12の規定に基づき起こした新型コロナウイルス感染

症に伴う地方税の徴収猶予特例債の発行額を記入してください。 

 (7) その他将来負担額に充当可能な特定の歳入 

  ① 「その他特定の歳入の名称(1)」には、(1)国庫支出金等～(4)都市計画税収のいずれに

も該当しないものの、②「地方債の現在高等」に対する「地方債の元金償還金等」（(1)

⑥参照）に充てることができる特定の歳入の名称を記入してください。 

    なお、本様式の対象となる「特定の歳入」とは、充当先となる地方債の元金償還金等と

の間に相当の因果関係を持ち、かつ、当該元金償還金等に充当することが制度的に予定さ

れているものでなければなりません。 

    また、それ以外の経費に充当することができるものは原則として、本様式の対象とはな

らないことに注意してください。 

    したがって、地方債の元金償還金等にたまたま充当した歳入をもって「特定の歳入」と

取り扱うことはできません。 

   ※ 地方債の元金償還等のために設置された特定目的基金からの繰入金は、既に充当可

能基金として将来負担額の控除財源として将来負担比率に算入しているため、本様式

の対象とはなりませんので注意してください。 

   ※ 同一の国庫支出金等の充当先が、異なる種類（②イ～ニ）の地方債の現在高等である

場合は、当該種類ごとに別段に（２段目以降は「同上」と）記入してください。 

  ② 「種類」には、①のその他特定の歳入に係る③の「地方債の現在高等(2)」の種類ごと

に、次の区分によりイ～ニの記号を記入してください。 

   イ：一般会計等に係る地方債の現在高 

   ロ：債務負担行為に基づく一般会計等の支出予定額 

   ハ：一般会計等以外の特別会計に係る地方債の元金償還額に対する一般会計等からの 

繰入れ見込額 

   ニ：組合が起こした地方債の元金償還額に対する一般会計等の負担等見込額 

  ③ 「地方債の現在高等(2)」には、①のその他特定の歳入が償還財源として予定されてい

る地方債の現在高等（②イ～ニ）の算定時点における額を記入してください。 

   ※ ここに計上する額は、将来負担額として算入された額でなければなりません。 

したがって、当該算入額を上回る額を計上しないようにしてください。 

  ④ 「充当が確実である額(3)」には、算定時点において③「地方債の現在高等(2)」に充当

することが確実と見込まれる特定の歳入の額を記入してください。 

   ※ 充当することが確実と見込まれる額を客観的に証明できるものに限ります。 
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  ⑤ 以降の欄は、充当することができる①のその他特定の歳入について、地方債の元金償還

金等の額に対するその他特定の歳入の過去 3 か年度における充当実績額をもとに、地方

債の現在高等に対するその他特定の歳入の充当見込額を推計するものです（各年度共通。

記入方法は(1)国庫支出金等の例によってください）。 

  ⑥ 「充当見込額(6)」には、「充当見込上限額(5)」を上限として、今後のその他特定の歳

入の収入見込みを勘案した充当見込額を記入してください。 

   ※ 収入する見込みのない額を計上することがないよう注意してください。 

  ⑦ 「特定歳入の概要」には、その歳入の概要についてできる限り詳細に記入してください 

  ⑧ 「充当が確実である額(3)」の「合計」には、各その他特定の歳入について充当するこ

とが確実に見込まれる額の合計が自動表示されます。 

  ⑨ 「充当見込額(6)」の「合計」には、各その他特定の歳入について充当することができ

る額の見込額の合計が自動表示されます。 

  

 ２ 「特定の歳入見込額（合計）」には、１(1)国庫支出金等～(7)その他将来負担額に充当可

能な特定の歳入により算出された特定の歳入見込額の合計が自動表示されます。 

  

  

４⑩表 基準財政需要額算入見込額 

  

 ※ 「基準財政需要額算入見込額」は、将来負担比率の算定に用いる数値の中でも特に額が大

きく、将来負担比率の算定結果に大きく影響することから、その算定（算定様式への数値の

記入）に際しては、数値の転記間違いや単位間違い等のないよう、くれぐれも注意してくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（都道府県・市町村共通事項） 

 １ 本算定様式は、法第 2条第 4号ワにおける、地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見

込額を算定するものです。 

 ２ 算定様式の水色に色塗りした欄に、該当する数値を記入してください。 

 ３ 各欄の数値（財政力補正に係る係数等を除きます。）は、千円単位で記入してください。 

 ４ 満期一括償還方式の地方債については、当該地方債の実際の令和３年度末残高ではなく、

元金均等半年賦償還の方法により償還するものとして償還台帳に記載された令和４年度以

【市町村の方はご留意ください】 

令和元年度決算に基づく算定より、当該年度の交付税算定で使用した基礎数値の一覧

（※1）を貼り付けることで各費目のシートに数字が反映される仕組み（※2）を構築して

おります。 

（※1）市町村ごとの基礎数値の一覧は６月中旬に、財務調査課から各都道府県市町村担当

課へ送付予定です。 

（※2）一部、直接入力する必要がある部分があるため、ご留意ください。 
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降の元金償還予定額（元利償還予定額ではないので留意してください。）の合算額を記入し

てください。 

 ５ 農業行政費の１「国営等土地改良事業に係る地方負担額」のうち「令和４年度以降地方負

担額」の欄には、国営等土地改良事業に係る令和４年度以降の債務負担行為に基づく支出予

定額（元金相当額に限ります。）を記入してください。 
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都道府県分 

 １ 地域振興費・その 2の 7「水俣病原因企業に対する金融支援事業債に係る令和３年度末地

方債残高」について、将来負担比率の算定基礎となる特定財源見込額として「法人からの償

還見込額」を計上した場合には、令和３年度末残高から当該額を控除した額を記入してくだ

さい。 

 ２ 地域振興費・その 3の 5「下水汚泥広域処理事業に係る地方債」の「令和４年度以降普通

交付税措置対象額」の欄には、下水道広域処理事業の移管に係る経費に充てるため同意又は

許可を得た地方債の令和４年度以降元金償還予定額（元利償還予定額ではないので留意し

てください。）のうち普通交付税措置対象額として償還台帳に記載された額の合算額を記入

してください。 

 ３ 農業行政費の１「国営等土地改良事業に係る地方負担額」のうち「令和３年度総務大臣通

知額」及び「債務負担行為に基づく令和３年度支出額」が０の団体にあっては、事業費補正

対象率を 0.8とすること。 

４ 地域振興費・その 3 の流域下水道事業債について、市町村の合併に伴い都道府県が管理

する流域下水道から移行した市町村が管理する公共下水道は除くこと。 

 

市町村分 

 １ 小学校費及び中学校費の 2「独立行政法人都市再生機構等の立替施行に係る立替金に係る

令和４年度上期の初日における未償還元金」欄には、償還年次表・立替金額償還額Ｂ欄の令

和４年度上期の初日における未償還元金欄の数値を転記してください。 

２ 農業行政費の１「国営等土地改良事業に係る地方負担額」のうち「令和３年度総務大臣通知

額」及び「債務負担行為に基づく令和３年度支出額」が０の団体にあっては、事業費補正対

象率を 0.6とすること。 

３ 下水道費１「1 流域下水道事業及び公共下水道事業に係る地方債（11年度以前許可債に係

るもの）」には、「合併に伴う都道府県から市町村へ移行した公共下水道に係る措置分」を

除いて記入してください。なお、除いた分については、後述の下水道費２「13 合併に伴う

都道府県から市町村へ移行した公共下水道に係る措置分」の算定の基礎となる様式４⑩下

水道費附表２「1 流域下水道事業に係る地方債（11年度以前許可債に係るもの）」に記入

してください。 

４ 下水道費２「13 合併に伴う都道府県から市町村へ移行した公共下水道に係る措置分」の数

値においては、該当団体に対して交付税課から別途通知する「将来負担比率の算定に用いる

「合併に伴う都道府県から市町村へ移行した公共下水道に係る措置分」の取扱いについて」

の様式４⑩下水道附表２において計算した数値を記入してください。 
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